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予算概要予算概要

（１）総　括
　今年は町長選挙の年でしたので、当初予算は、義務的・継続的な事業を中心に計上しました。そのため、町長
の政策的な事業が盛り込まれる６月補正予算を加えた額が、実質的な当初予算といえます。
　６月補正後の予算総額は76億4144万円で、平成30年度予算と比較して13.1パーセント増えています。大きな増
加となっていますが、これは、役場庁舎の建替えや保育園の増築改修、旧大和小学校の解体などが主な原因で
す。
　各会計の予算額は次のとおりです。

各会計予算総括表	 （単位：千円）

会　　　　　　計 令和元年度
６月補正後予算

平成30年度
当初予算

増減比較
増減額 増減率（％）

一　　般　　会　　計 7,036,630 6,138,991 897,639 14.6

特

別

会

計

国民健康保険特別会計 276,944 279,255 △	2,311 △	0.8
後期高齢者医療特別会計 116,082 115,812 270 0.2
下 水 道 事 業 特 別 会 計 181,617 192,073 △	10,456 △	5.4
農業集落排水事業特別会計 30,160 28,896 1,264 4.4

小　　　　　計 604,803 616,036 △	11,233 △	1.8
総　　　　　合　　　　　計 7,641,433 6,755,027 886,406 13.1

（２）一般会計
　一般会計の収入と支出について、内訳は次のとおりです。

一般会計収入	 （単位：千円）

項　　　　　　目 令和元年度
予　算

平成30年度
予　算

増減比較
増減額 増減率（％）

依
存
財
源

地 方 譲 与 税 な ど 242,300 230,700 11,600 5.0
地 方 交 付 税 2,935,000 2,935,000 0 0.0
国 ・ 道 か ら の 支 出 金 882,224 806,635 75,589 9.4
借 金 996,400 576,000 420,400 73.0

自

主

財

源

町 税 566,205 570,273 △	4,068 △	0.7
分 担 金 お よ び 負 担 金 69,582 64,742 4,840 7.5
使 用 料 お よ び 手 数 料 126,566 126,187 379 0.3
財産収入・諸収入など 432,769 315,699 117,070 37.1
繰 入 金 785,584 513,755 271,829 52.9
合　　　　　　計 7,036,630 6,138,991 897,639 14.6

　　ここに注目！！

依存財源：国・道から受ける支出金や借金
自主財源：まちが町民などから直接受けるお金（町税や各施設の使用料など）
　依存財源がまちの収入の約７割を占めており、中でも地方交付税は収入全体の約４割を占める重要な財源
です。地方交付税は、決まったことにしか使うことができない国・道からの支出金や借金とは異なり、まち
が自由に使うことができるお金です。
　平成30年度予算と比較すると、役場庁舎の建替えや保育園の増築改修のための借入があるため、借金が大
きく増加しています。
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一般会計支出	 （単位：千円）

項　　　　　　目 令和元年度
予　算

平成30年度
予　算

増減比較
増減額 増減率（％）

総 務 費 1,208,605 749,344 459,261 61.3
民 生 費 1,222,467 883,446 339,021 38.4
衛 生 費 548,929 572,000 △	23,071 △	4.0
農 林 水 産 業 費 510,127 498,921 11,206 2.2
商 工 費 241,652 252,301 △	10,649 △	4.2
土 木 費 762,398 784,557 △	22,159 △	2.8
消 防 費 356,048 280,891 75,157 26.8
教 育 費 565,606 487,699 77,907 16.0
公 債 費 668,854 701,348 △	32,494 △	4.6
職 員 費 856,761 838,908 17,853 2.1
議 会 ・ 労 働 ・ 災 害 復 旧 費 65,183 59,576 5,607 9.4
予 備 費 30,000 30,000 0 0.0

合　　　　　計 7,036,630 6,138,991 897,639 14.6

　　ここに注目！！

総務費：役場庁舎の建替え工事が始まったため、事業費が大きく増えています。新庁舎は令和３年５月に使
用開始予定です。（51ページ）

民生費：保育園の入所定員を増やすための増築改修工事を行うことから、事業費が大きく増えています。
（18ページ）

消防費：防災無線の電波をデジタル化するための事業費が増えています。（36ページ）

（３）まちの貯金と借金の残高
　平成30年度末までの10年間で、まちの貯金と借金の残高は次のとおり推移しています。

　平成28年度からは、借金残高を貯金残高が上回ってきました。平成30年度から役場庁舎の建替えが始まりまし
たので、今後は一時的に借金が増え、貯金は減ると見込まれますが、計画的な借入れと返済を行うことで健全な
財政状況を維持していきます。



5

まちづくり読本＜予算版＞

序

【はじめに】
　令和元年第２回定例会の開会に当たり、
町議会議員をはじめ、町民の皆さまに町政
執行に対する私の所信と主要政策の一端を
申し上げます。
　私は、本年４月の統一地方選挙におきま
して、町民の皆さまの温かいご支援を賜り、
無投票により、引き続き町政の運営を担わ
せていただくこととなりました。
　町長として、１期４年間、私が願うまち
づくり「私の６つの想い」と新十津川町総
合戦略を策定し、町議会議員、町民の皆さ
まのお知恵やお力添えを頂きながら、100
余名の町職員の先頭に立ち、その実現に向
け、全力投球で取り組んでまいったところ
であります。
　このたびの選挙を通じて、多くの方々と
意見を交わさせていただき、これからの新
十津川町のまちづくりに思いを馳せます
と、改めて、その重責に身の引き締まる思
いでございます。
　私の４年間の取組みで、成果が出ている
分野がある一方、成果が出ていない分野も
ございます。しかしながら、着実に新しい
芽が出始めていることも事実でございま
す。この新しい芽を順調に育て、綺麗で力
強い花を咲かせ、「令和」という新時代を
切り拓いていくため、今まで積み上げてき
た多くのプロジェクトを礎に町民の皆さま
の期待にお応えするべく「もっと前へ　
もっと未来へ」と力戦奮闘、町政運営にま
い進する覚悟でございますので、１期目同
様、何卒ご理解とご協力を賜りますよう心
からお願い申し上げます。

〔社会情勢〕
　さて、30年余りの「平成」の時代、社会
を取り巻く環境や諸情勢は大きく変化して
まいりました。
　政治では平成初頭に政権の枠組みが変化
を続け、経済ではバブル崩壊から約20年の
低迷期に突入し、近年では緩やかな回復傾
向と言われていますが、実感として伝わっ
ていない状況下にあります。
　そのような中、人口におきましては、平
成元年には我が国の合計特殊出生率が過去
最低水準となり、その後も減少傾向が続き、
日本総人口も平成27年には減少局面に突入
しました。加えて、高齢化率は20％台後半
にまで上昇するなど、世界に例を見ない速
度で少子高齢化が進行しております。
　また、阪神淡路大震災、東日本大震災、
昨年の胆振東部地震などの地震災害や、台
風、豪雨に起因する水害などの自然災害は
甚大化・大規模化しており、安全安心対策
へのニーズが非常に高まっております。

〔基本姿勢〕
　本町におきましても、平成元年４月に
8,914人であった人口は、平成31年４月に
6,586人となり、この30年で2,328人減少し
ました。
　平成29年度より町民の皆さま、町議会
議員にご意見を頂戴し進めてまいりまし
た100年を見据えた役場新庁舎の建設が始
まった一方、先人が身を粉にして敷設した
ＪＲ札沼線は、モータリゼーションの進展
により町民の利用は皆無となり、苦渋の選
択ではありましたが、まちの将来を見据え、
慎重審議の結果、廃線同意という結論に至
るなど、大きな時代の転機を迎えておりま
す。
　「平成」から「令和」に改元となった変
革の時、先達の方々の並々ならぬ開拓の努
力に感謝し、未来に向かって、今、成すべ
きことを、議会、行政、そして町民の皆さ
まと力を合わせ、住んでよかった、住み続
けたい、そして住んでみたい、「持続可能
なまち　新十津川町」を目指し、取り組ん
でまいります。

【重点として取り組む事項】
〔産業振興〕
　本町の基幹産業である農業は、ここ十数
年に亘り担い手育成・新規就農に取り組ん
でまいりましたが、人口減少と相まって、
人材不足が深刻な社会問題となっておりま
す。現在、１農家平均15haの耕作面積が
20年後には倍の30haになると推測され、
担い手確保対策を継続して取り組んでまい
ります。
　一方で家族経営を基本に少人数で営農で
きる仕組みを確立するため、本年度、国と
農研機構のスマート農業実証プロジェクト
事業の採択を受け、播種・田植えから収穫・
乾燥までの一連した農作業につきまして、
ＪＡピンネを始めとした町内農業関係団体
及び農機具メーカーと行政が一体となった
共同組織により、農業新技術の現場実装に
取り組んでまいります。
　この実証プロジェクトでどれだけの負担
軽減、省力化が図られるかを検証し、その
最先端技術を全国自治体のトップランナー
として全道・全国へと発信するとともに、
未来へ向けた持続可能な農業を創造し、町
独自のＩＣＴ農業機械購入助成の拡充な
ど、必要な支援を進めてまいります。
　また、人材不足は農業だけではなく、商
工業にも影響が出ておりますので、商工業
の人材確保対策を支援するとともに、省力
化に向けた機器整備、新技術の導入といっ
た新たな取組みのほか、次期ポイントシス
テムの導入に向けた支援を進めてまいりま
す。

〔人口減少の抑制〕
　就任１年目に策定しました新十津川町総
合戦略は、本町の総合計画の基本的な視点
と合致させながら、人口減少の歯止め策を
中心に計画策定しました。特に定住促進事
業は町外からの転入に一定の成果が現れて
おり、今後も継続して集中的に取り組まな
ければならない最重要課題であります。
　今年が最終年度となる総合戦略は総合計
画と一体的に取り組んでいくことで最大の
効果が得られることから、総合計画の目標
年を合わせるため、２年間戦略を延長させ
「子育て支援と教育」の核は継承し、KPI
の目標値、事業手法などの必要な見直しを
行い、人口減少の抑制に向けて取り組んで
まいります。

〔ＪＲ札沼線廃線後のまちづくり計画〕
　昭和10年に全面開通したＪＲ札沼線の歴
史的な背景を尊重しつつも、50年、100年
後の本町の将来像を見据え、沿線自治体と
ＪＲ北海道との協議の結果、廃線日が令和
２年５月７日と決定いたしました。
　この廃線日決定により終着駅新十津川に
は、先のゴールデンウィーク期間中、約２
千人が訪れ、廃線となる来年５月まで、全
道、全国各地から大勢の方が来町されるこ
とが予想されます。
　このことからＪＲ北海道、観光協会、町
内飲食店、駅を応援いただいている方々や
地域おこし協力隊と連携しながら、２両編
成車両や臨時列車の運行、駅イベントの開
催など、最後の１年を日本一早い最終列車
の出る新十津川駅で、日本一のおもてなし
の心で出迎えるとともに、駅、そして、農
特産物やまちの魅力を広く全道、全国へ発
信してまいります。
　また、札沼線沿線の農地は、鉄路により
分断されておりますことから、今後、農業
農村整備事業により、農地の大区画、基盤
整備を計画的に進めてまいります。
　さらに、新十津川駅周辺は本町の中心部
に位置し、これからのまちづくりの重点地
区に位置しますので、町民の皆さまと協議
させていただきながら、駅周辺の土地利用
を見直し将来のまちづくりを見据えた市街
地の形成を図ってまいります。

〔災害対策〕
　昨年９月、本町から100㎞程の至近が震
源地となった胆振東部地震では、今もなお、
仮設住宅での生活を余儀なくされており、
改めて心よりお見舞い申し上げます。幸い
本町では、全町的な停電となったものの生
活に影響を与えるような大きな被害はあり
ませんでした。
　しかしながら、昨今の地球温暖化からな

町政執行方針町政執行方針
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る異常気象による集中豪雨や地震の発生を
考慮しますと、いつ何時、本町に災害が見
舞われるかわかりません。その対策として、
被害を最小限に抑えるため、日ごろからの
災害への備えが重要であると改めて感じた
ところでございます。
　万が一の災害発生に備え、避難所となる
公共施設には、非常用電源の配置可能な配
線整備や、避難備蓄品の充実、避難所受け
入れマニュアルの作成などを行政区や自主
防災会と連携して進めるとともに、防災情
報の伝達手段である防災無線は、アナログ
でかつ老朽化していることから、デジタル
化へと計画的に整備し、災害に強いまちづ
くりを一層進めてまいります。

〔庁舎建設〕
　役場新庁舎は、今年３月に発注を終え工
事が始まりました。新庁舎は１階スペース
にバス待合所として、休日開放スペースを
設けるなど、町民の視点に立ち利用しやす
い環境を創出してまいります。なお、災害
発生時には防災拠点となるよう頑丈で機能
性を重視するなど、「笑顔あふれる未来の
まちへ　みんなで創る100年庁舎」の理念
のもと、令和３年５月の供用開始を目指し
てまいります。
　なお、供用開始までの期間、そして、供
用開始後も庁舎の解体等もあり、皆さまに
は、ご不便をおかけしますが、ご理解ご協
力のほど、よろしくお願いいたします。

【６つの政策の柱】
　私は、町長２期目となる４年間を「みん
なの笑顔と故

ま　ち
郷の未来　咲かせます　新時

代」と町政運営の基本理念として掲げまし
た。
　この基本理念のもと、私はこれからのま
ちづくりにおける６つの基本姿勢ととも
に、任期中に取り組む政策について、申し
上げます。

１　住み良いまち
　基本姿勢の１つ目は、私たちが、毎日を
快適に、そして幸福感をもって暮らすこと
ができるのは、道路、河川、上下水道、公
園、交通といった生活の基盤が安定してい
ることだと思っております。そのためにも
生活基盤の充実に努め、毎日の生活が心豊
かに過ごしていけるよう、町民の皆さまの
協力を得ながら、美しい景観形成を図り、
誰もが住みたい、住み続けたいと思える「住
み良いまち」を目指します。

〔環境の保全〕
　十数年前から毎年、実施しております町
民アンケートにおいて、「新十津川町の好

きなところ、自慢できるところ」という設
問に対し、調査開始当初から最も多い回答
が「緑が多く、自然が豊か」とお答えいた
だいております。このことからも、今ある
山、川、里などの自然を未来に伝え残して
いくよう環境に配慮した対策を計画的に進
めてまいります。
　昨年度、策定しました2019年からの15年
間に亘るごみ処理基本計画に則り、ごみの
減量化を町民の皆さまと進めてまいりま
す。また、農村地区は、拠点収集としてお
りますが、高齢化が進み拠点までの持ち込
みが困難なことなどを考慮して、資源ごみ
を除く一般ごみについて、戸別収集に向け
た検討を進めてまいります。
　本町は豊富な森林資源を有し、町内には
チップ工場がある優位性を活かした木質バ
イオマスボイラー施設をふるさと公園内に
設置し、スポーツセンター、温水プール、
グリーンパークしんとつかわの３施設への
熱源供給を目指してまいります。
　官民一体となり木質資源の循環的、効率
的利用を進め、環境に配慮した本町独自の
自然エネルギーの活用を進めてまいります。

〔生活基盤の充実〕
　人口減少の抑制を図り、本町への定住を
促進するため、町内に住宅を購入、新築し
た方に助成金を交付しております定住促進
事業は、平成26年度より実施し、昨年度ま
で205人の方が町外より転入いただいてお
ります。
　今年12月末までの転居が期限となります
定住促進事業は、人口減少の抑制に効果が
現れておりますことから、今までの助成期
間の申請者との公平性を考慮の上、切れ目
のない支援としての後継事業を第３回定例
会にお示しするよう執り進めてまいります。
　また、ご自宅で今後も継続的に住んでい
ただくためのリフォーム助成は、昨年度ま
での190件の利用実績を検証し、次期対策
を検討してまいります。
　ＪＲ札沼線廃線後の駅、線路の跡地に係
る市街地区につきましては、将来のまちづ
くりを見据えた都市計画用途地域の変更手
続きを進め、望ましい中心市街地を形成し
てまいります。

〔交通環境の整備〕
　道路等の整備につきましては、平成30年
度より計画的に進めております菊水団地内
道路改築、西１線歩道造成や、橋梁長寿命
化計画に則った補修などの工事を計画的に
進めるとともに、札沼線の鉄路撤去後の道
路整備に向けた準備を進めるなど、快適な
道路環境を整備してまいります。
　道路や河川の草刈り等については、沿線

住民の負担軽減に向けた取組みを進めてま
いります。
　冬期間の安全な道路を確保するため、車
道を除雪するドーザ、歩道を確保するロー
タリ除雪車が老朽化しておりますので、国
の助成などを受けながら計画的に更新し、
町道252路線 187㎞、歩道12㎞の除排雪を
進めてまいります。
　地域公共交通では、中央バスの運行助成
をはじめ、徳富地区方面、砂川方面につい
ては、デマンド型乗合タクシーの運行によ
り移動手段を確保しておりますが、利用者
減少により、運行が立ち行かない状況にな
りつつあり、町民のニーズなどを勘案し、
より利便性を考慮した新たな交通体系の検
討を進めてまいります。

２　健やかなまち
　健康で暮らすことはすべての人の望みで
あり、私もそう願っている一人であります。
その実現に向け、町民誰もがこの世に生を
受けて生涯にわたり、身体的な健康はもと
より、安心して医療、介護が受けられる体
制を図るとともに、すべての世代が明るく
元気で充実した生活が送れる「健やかなま
ち」を目指します。

〔児童福祉の充実〕
　医療費・インフルエンザ予防接種、第３
子以降の給食費、保育料、文化スポーツ施
設の無料化、得きっずカードの満点割増、
妊婦健診の助成などの子育て支援を重点的
に進めてまいりました。今後も継続して子
育て支援を進めるとともに、出産後の産婦
健診について、新たに支援をしてまいりま
す。
　また、お子さんの誕生をお祝いし、十津
川村産のヒノキを使った手作り椅子を贈呈
しておりますが、１歳の記念に変更します。
新たに十津川村産の木製おもちゃを誕生記
念として贈呈し、母村から伝わる木のぬく
もりを感じていただき、母村十津川村と本
町の絆とともに、親と子について考えてい
ただく機会を創出します。
　働き方改革や、人口減少、高齢化による
生産年齢人口減少に伴い、保育を必要とす
る家庭が増えております。保育園は今年５
月から仮設園舎を設置し、12月に増築工事
が完了する予定であります。保護者、園児、
地域住民の皆さまに、ご迷惑をお掛けして
おりますが、安心して預けられる保育施設
を充実してまいります。
　子どもたち、そして、親子が笑顔で健や
かに憩える身近な場所は、地域の公園です。
老朽化した公園遊具やフェンスの更新、樹
木の剪定など、子どもから大人まで安心し
て集え見守れる安全な公園を整備してまい
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ります。

〔高齢者福祉の充実〕
　昨年度から、試行的に取り組んでまいり
ました「すまいるあっぷ事業」は、身近な
場所で定期的に進めることで多くの利用が
見込まれることから、本年度より全行政区
に拡げ、高齢者が身近な会館で、運動やサ
ロン活動が行える環境を整え、心身の維持・
向上を図ってまいります。
　また、人生の最後を見据えながら、自分
らしく生きる「終活」の浸透とともに、自
分の終焉を書き記すことで、家族がご本人
の意思を尊重できるとして、注目を集めて
おりますエンディングノートにつきまし
て、すまいるあっぷ事業を通じて、広めて
まいります。
　介護を必要とする方、障がいのある方、
高齢者など誰もが不安なく、安心して暮ら
せるよう、介護保険、障がい者福祉制度を
定着化させる一方、社会福祉協議会と連携
し、高齢者等の支援の核となるボランティ
アセンターを中心としたボランティア活動
を積極的に推進してまいります。
　また、２年後の令和３年度からの次期介
護保険事業に向け、今年度からの２年間、
空知中部広域連合の構成市町で介護保険準
備基金を積み立て、介護保険料の負担軽減
と介護保険事業の安定的な財政運営を図っ
てまいります。

〔健康づくりの推進〕
　健康づくりは、普段からの運動が大切で
ありますので、プッシュ型の取組みとして
健診受診などの機会を捉え、日ごろ運動し
ていない方に対してアプローチし、町民全
体の健康意識の底上げを進め、運動を取り
入れた健康づくりの意識向上を図ってまい
ります。
　また、食生活の改善は、健康づくりの重
要な要素でありますことから、食生活の見
直しや減塩に向けた取組みを推進し、さら
には、糖尿病などの生活習慣病及び重症化
を予防するため、栄養指導を強化してまい
ります。
　大病にかからないためには、病気の早期
発見が大切であることから、継続して無料
化、ワンコインなどの受診しやすい環境を
提供するとともに、新たに胃がん、胃炎の
原因の１つとも言われているピロリ菌の検
査を健診項目に追加し、健診の充実及び特
定検診の受診率の向上を図ってまいります。
　インフルエンザ予防接種は医療機関によ
り接種料金が異なり、戸惑う高齢者が多く
おられたことを踏まえ、自己負担一律１千
円で接種できるよう支援を拡充し、安心し
て予防接種が受けられる体制を整えてまい

ります。
　さらに、風しん予防対策として、今年か
ら３年間、緊急的に風しん抗体保有率が低
い世代の男性に抗体検査と、その結果、抗
体価が低い方への予防接種にかかる費用の
全額を助成し、風しんのまん延を防ぐ対策
を講じてまいります。

３　豊かなまち
　時代のニーズ、人口減少といった現状を
踏まえ、将来の本町の農業の姿を創造し、
ＩＣＴを取り入れた家族経営などの農業形
態の確立と活気ある足腰の強い商工業の確
立、新たな地域資源や産業の創出、そして
魅力的な観光資源の整備を進め、元気あふ
れる「豊かなまち」を目指します。

〔農業・林業の振興〕
　昨年度から取り組んでおります次世代農
業推進事業を拡充し、新たに農薬散布のド
ローンの購入費の一部助成を加え、支援を
強化するとともに、その一体的な取組みと
して、ＩＣＴ技術によるスマート農業実証
プロジェクトに取り組んでまいります。
また、良質米は土づくりからと言いますと
おり、ピンネ農協では平成10年から先んじ
て土壌分析機を用いた土づくりを進めてお
りますが、機器の老朽化から土壌分析機の
更新を支援してまいります。
　道内一の酒米作付けは酒造会社からの需
要に応え、156haへと拡大し道内の約４割
を占めております。日本酒は酒米を削り中
心部分を使用し作られますが、この過程で
削られ捨てられる酒米粉の利活用方法を国
の研究機関との共同研究により、常温での
糖化などの性質を特許出願し、本年３月に
受理されたところです。この特性を生かし、
製造販売業者と連携し試験販売、商品化を
進め、新十津川酒米ブランドを広く発信し
てまいります。
　エゾシカ、アライグマによる農業被害が
年々増加しております。特にアライグマに
ついては被害報告が急増しておりますこと
から、北海道立総合研究機構の協力を得て、
生態調査を実施するとともに、農業者を中
心に捕獲協力をしていただくなど、効果的
な防除方法を構築してまいります。なお、
本町だけの駆除では地域が限られますので、
道をはじめ周辺市町に働きかけ、圏域連携
による生息数の抑制に努めてまいります。
　本年度より国から譲与されます森林環境
譲与税を財源として、森林の整備や木質バ
イオマスボイラー導入による木材の利用な
どの促進策について、そらち森林組合と連
携し適正な森林の管理が図られるよう執り
進めてまいります。

〔商工業の振興〕
　中小企業の人材不足が深刻な問題となっ
ておりますことから、中小企業応援制度を
拡充し、都市部や外国などからの人材の採
用活動、広告費の助成などの人材確保に向
けた取組みを支援するとともに、商工業の
拠点となる商工会館の修繕に係る費用の一
部を支援してまいります。
　商工業におきましては、店舗の新築、改
造や、新規事業への投資、生産性・集客力
の向上、販路拡大など意欲をもって取り組
んでいただくよう継続して支援するととも
に、町内消費拡大に一定の効果が認められ
ている、とくとっぷカードの機器の老朽化
に伴う次期ポイントシステムの導入に対
し、計画的に支援してまいります。
　母村十津川村及び奈良県との三者協定の
締結から２年が経過し、母村、奈良県との
つながりについて、少しずつ認知度が高
まっており、継続して特産品の宣伝販売、
観光情報の発信を相互に進めるとともに、
新たに互産互消の取組みなど、友好・交流
を深化させてまいります。

〔観光の振興〕
　札沼線廃線が残り１年を切り、この機を
逃すことなく、千載一遇のチャンスとして
魅力的なイベントの開催、マスメディアの
活用など、本町のＰＲ・認知度を高め、有
終の美を飾るべく工夫を凝らし取り組んで
まいります。
　「新十津川町」の名を全国に発信してい
くため、昨年11月に十津川警部シリーズの
著者で、平成28年には新十津川駅を舞台と
した作品を執筆され、母村十津川村の観光
大使でおられます「西村京太郎」氏にまち
の応援大使第１号、そして、本年５月には、
徳富区のかぜのびをアトリエとして、ＪＲ
タワーなどのデザインや金属彫刻作品を手
掛ける芸術家「五十嵐威暢」氏を応援大使
第２号として、就任いただきました。今後
も、本町に縁があり、まちの良さを広めて
いただける方に、応援大使に就任いただく
よう進めてまいります。
　昨年から検討を進めてまいりましたふる
さと公園の再整備は、今年３月にゾーニン
グなどの再整備基本計画を策定し、今後は
遊具等の詳細について、町民の皆さまと話
し合いながら、ファミリー層の集客が見込
める魅力的な公園を目指し、取り組んでま
いります。

４　安心なまち
　豪雨、暴風、地震など自然の猛威に対す
る十分な備え、被害を最小限に抑えるため
のハード整備、そして自主防災会と連携し
たソフト面の充実など、災害に対する備え
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を万全に期すとともに、防犯、防火、交通
安全対策を関係機関と連携強化し、安全で
穏やかに暮らすことのできる「安心なまち」
を目指します。

〔防災体制の充実〕
　近年、台風、豪雨により河川、排水路か
ら雨水が溢水し、農地被害の発生や、民家
に浸水被害が及ぶ可能性が高くなっている
ことから、国に要望していた河川中洲の埋
塞土砂上げを砂利採取業者により実施して
いただくほか、内水排除施設のポンプ、発
電機の更新など計画的に進めてまいります。
　昨年９月の胆振東部地震では、数日に及
び道内全域が停電となり、本町では１次避
難所である行政区会館において、自主防災
会が中心に発電機を使い、避難者の受け入
れが行われました。しかしながら、長期化、
冬期間の災害を思慮しますと、２次避難所
での受け入れ態勢の整備が急務であると実
感したところであります。この教訓から、
新たにスポーツセンター、小中学校体育館
などに、発電機から受電可能な配線設備を
整えてまいります。また、医療、福祉施設
と協定を結び、確保しております福祉避難
所につきましても、非常用電源整備を促進
するため、費用の一部助成についての独自
制度を構築してまいります。
　１次避難所である行政区会館は、地域住
民がもっとも身近で、最初の受け入れ避難
所となることから、自主防災会と連携し、
必要な備蓄資機材の整備、避難所運営マ
ニュアルの作成を進めてまいります。
　さらに、新庁舎建設に併せ防災無線の更
新を進めるほか、北海道管理の中小河川な
どに水位計が新設され、河川水位などが細
かに把握が可能となったことから、迅速か
つ円滑に防災行動を取るため、時系列に整
理する防災タイムラインを定め、災害時の
初動対応がスムーズに図れる体制を構築し
てまいります。
　全国各地での被災地対応の検証におい
て、災害時のボランティアを受け入れる体
制が問題視されておりますことから、その
担い手として期待されます社会福祉協議会
と協議を進め、災害時のボランティアセン
ターの体制を整えてまいります。

〔防犯・交通安全〕
　通学路となっている道道学園新十津川停
車場線の歩道が暗いことから、新たに防犯
灯を設置し、安全で安心な歩行環境を整備
してまいります。
　また、交通事故死ゼロは、５月末で580
日を迎えました。このことは、交通安全関
係組織をはじめ、行政区などの町民ぐるみ
の交通事故撲滅への取組みが功を奏してい

るものであり、更に意識向上を図ってまい
ります。しかしながら、道路は地理感のな
い町外の方も利用されますことから、痛ま
しい事故が発生することも現実としてあり
ます。
　そのため、警察署と連携し、特に事故等
が起こりやすく注意が必要な場所への赤色
回転灯を整備するととともに、50周年を迎
える交通安全指導委員会と共同で花月検問
所に啓発看板を設置し「痛ましい事故を起
こさせない」を目標に注意喚起を図ってま
いります。

５　学びのまち
　いつの時代も子は宝であり、未来を創る
のも子どもたちでございます。
　学校、家庭、地域、行政が連携し、未来
を担う子どもたちが、明るく元気に育ち、
心身ともに逞しく「生き抜く力」を身に付
けることができる環境を提供するととも
に、私たち大人も、生涯に亘り探求心をもっ
て、学び続けられる環境を創出する「学び
のまち」を目指します。
　教育行政は、総合教育会議を中心に私と
教育委員会が連携し、教育・文化・スポー
ツの振興と充実を図ってまいります。
　なお、取り組む政策につきましては、教
育長からの教育行政執行方針で説明がござ
いますので、私からは控えさせていただき
ます。

６　共に歩むまち
　まちづくりは行政だけが進めても、決し
て皆さまが考えるまちづくりには成り得ま
せん。わたしたち行政が持つ情報、町民皆
さまが持つ情報を、より一層共有して意見
交換しながら、町政運営を進めてまいりま
す。また、まちづくりの基本である地域活
動、町民活動の支援を進めるとともに、持
続可能で在り続けるべく、社会情勢の変化
や景気動向を敏感に捉え、国の動向を注視
しつつ健全な行財政運営を図り、町民の皆
さまと「共に歩むまち」を進めてまいります。

〔地域コミュニティー〕
　老人クラブ、女性の会、子ども会がそれ
ぞれの行政区において、互いに協力し、活
動が進められておりますが、人口減少に伴
う会員の減少傾向にあることから、連合組
織が地域組織と連携し、会の活性化が図ら
れるよう新たな支援策を講じ、地域コミュ
ニティーの推進を図ってまいります。

〔健全財政〕
　令和３年度をもって新十津川町総合計画
は最終年度となりますことから、その後の
10か年のまちづくりの基本方針である次期

総合計画を町議会議員、団体、町民の皆さ
まとともに、健全財政を維持した中で、よ
り良い計画となるよう準備を進めてまいり
ます。
　新庁舎建設にあたっては、建設費用が今
後の町財政を圧迫することがないよう、計
画的に基金を積み立ててまいりましたが、
引き続き有利な起債や地中熱ヒートポンプ
導入に対して国の助成を受けるなど、一般
財源の抑制を図ってまいります。
　また、長年に渡り、施設の利活用を検討
してきました旧大和小学校につきまして、
建物が老朽化し地域の景観も損なわれてい
るということを踏まえ、地元と協議した結
果、解体することでご理解をいただきまし
たので、本年度中に解体してまいります。

〔開町130年〕
　来年度、開町130年の節目の年を迎える
ことから、先人たちが残した歴史と思いを
振り返り、140年、150年と積み重ねていく
ため、 町民の皆さまとともに、 記憶に残る
ような130周年記念事業を本年度より計画
していくとともに、開町100年以降の史実
を編纂し、まちの歴史を未来に伝え残す取
組みを進めてまいります。

【おわりに】
　以上、私の町政執行に挑む、６つの基本
姿勢とともに、本年度の政策を中心に述べ
させていただきました。
　本町は類い稀な歴史で開墾、入植された
歴史から始まり、昨今では本町に魅力を感
じ移住された方もおり、今やさまざまな地
域の出身者が生活し、まちが形成されてお
ります。
　本質的なものを忘れない中にも、新しい
変化を取り入れていくことを指す「不

ふえきりゅう

易流
行
こう

」という江戸時代の俳諧師松尾芭蕉の言
葉がございます。
　これからの我が町「新十津川町」は、母
村十津川村から引き継がれる先人の方々の
思いを決して忘れることなく、新たなもの
を取り入れる「不易流行」の精神で、時代
に即応した持続可能なまちづくりを目指
し、人々が美しく心を寄せあい、文化が生
まれ育つ「令和」の新しい新十津川物語を
紡いでいく決意でございます。
　町議会議員並びに町民の皆さまには一層
のご理解とご協力を賜りますよう、心から
お願い申し上げ、町政執行の所信表明とさ
せていただきます。
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　　環境の保全①　環境の保全

環境を保全する活動	 22万円 空き家対策	 50万円

ごみの収集・処理	 1億2437万円

（担当：住民課住民活動グループ） （担当：住民課住民活動グループ）

（担当：住民課住民活動グループ） （担当：住民課住民活動グループ）

　町有地や町有施設で発生した蜂の巣を駆除しま
す。
　なお、私有地や私有施設で発生した蜂の巣の駆
除は、管理者が専門業者などに駆除を依頼してく
ださい。

【蜂の巣駆除専門業者】
業　者　名 電話番号

星友環境サービス（滝川市） 24－5867

（金額は巣の状況などによって異なります）

○危険空き家対策
　審議会を開催し、町内の危険空き家対策を進め
ています。
　また、危険が迫った空き家への応急対応や町か
らの指導などにより、危険空き家を除去する際の
補助を行います。
　町内の空き家で、建築資材の飛散や倒壊の恐れ
がある危険な空き家がありましたら、情報提供を
お願いします。

○空き家・空き地バンク
　本町のホームページ上に、町内の空き家、空き
地（宅地）、アパートの情報を掲載しています。
　なお、空き家バンクへの情報登録は、所有者の
申し出が必要です。

　家庭から出されるごみの収集運搬とごみ処理施
設の維持管理を行っています。ごみ処理施設の経
費は、ごみの処理量で決まります。町が実施して
いる無料回収を利用するなど今後もごみ減量への
ご協力をお願いします。

【町が無料回収するもの】
項　目 回収場所

小型家電製品
（テレビなどを除く）

役場１階
回収ＢＯＸ

衣類、かばん、靴など
（下着などを除く）

役場１階
住民課窓口

廃食用油
（固形のものを除く）

役場、改善センター
など

＜財源内訳＞
ごみ袋販売代金 1500万円
資源物売り払い収入 96万円
町の負担 1億841万円

　不法投棄を減らすための対策と町の施設や敷地
に不法投棄されたごみの処理を行います。
　なお、私有地に不法投棄されたごみは、その土
地の所有者または使用者が管理や処理をすること
になりますので、日頃から不法投棄を未然に防ぐ
対策をお願いします。
　町の施設や敷地における過去５年間の不法投棄
の状況は、下表のとおりです。

【町の施設や敷地における不法投棄の状況】

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

テ レ ビ 6台 6台 3台 2台 4台

電化製品 16台 7台 15台 4台 14台

タ イ ヤ 110本 103本 0本 40本 2本

そ の 他 29件 20件 20件 13件 31件

不法投棄ごみの対策	 35万円
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　　生活基盤の充実②　生活基盤の充実

合併処理浄化槽の設置の支援	 271万円火葬場施設の運営	 3488万円
（担当：住民課住民活動グループ） （担当：住民課住民活動グループ）

　滝川市、赤平市、雨竜町と共同で運営する火葬
場「滝の川斎苑」の運営費と老朽化した「滝の川
斎苑」の改築にかかる経費を一部負担します。
　新しい斎苑は今年度から２年かけて建設し、令
和３年度から使用できる予定です。

　対象地区内での合併処理浄化槽の設置費用の一
部を助成します。
　住宅新築時、中古住宅購入時の設置、単独処理
浄化槽やくみ取り式からの切り替えも対象となり
ます。
　なお、浄化槽管理者は浄化槽の保守点検、清掃
および指定検査機関（北海道浄化槽協会）が行う
検査が義務付けられています。地域の環境を守る
ため、年１回の検査を必ず受けましょう。

【助成の内容】
人槽区分 助成額

５人槽 34万3000円
６～７人槽 40万1000円
８人槽以上 50万8000円

＜財源内訳＞
　道の負担など　　　90万円
　町の負担　　　　181万円※イメージ

住宅の取得助成	 6060万円
（担当：総務課企画調整グループ）

　人口減少の抑制を図り、本町への定住を促進するため、町内に住宅を新築または購入した方を対象に、
助成金を交付します。平成30年度は新築23件、中古７件の申請があり、うち19件が転入者でした。
　なお、この事業は今年度で終了となりますので、交付申請時期や工事の完了時期にご注意願います。

【申請期間】　令和２年３月31日まで
・新築住宅：表題登記後３か月以内
・中古住宅：入居後３か月以内

【対　　象】　玄関、便所、台所、浴室、居室のある60㎡以上の住宅または併用住宅
【新築住宅】　令和元年12月31日までに表題登記が完了し、転入居されている方
【中古住宅】　昭和56年６月１日以降に建築した住宅

売買価格が300万円以上の住宅（その土地の購入費を含む）
※申請者の親族（２親等以内の親族）が所有していたものは除く

物　件 申請者 施工業者 奨励金 ふれあい商品券

新 築 住 宅
転入者 町　内 200万円

中学生以下の子ども１人につき、15万
円分のふれあい商品券を交付します。

※助成金、商品券の交付は１回限りで
す。

町　外 170万円

町　民 町　内 170万円
町　外 150万円

中 古 住 宅 転入者 ― 100万円
町　民 ―  70万円

※中古住宅の取得助成と併せて、住宅リフォーム助成制度（12ページ）を受けることができます｡
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住宅の耐震化などの助成	 404万円
（担当：建設課都市管理グループ）

　住宅の耐震診断、耐震改修工事と老朽化などに
より使用しなくなった住宅の解体工事に対して助
成金を交付します。

【助成金の内容】

区　分 対　象 助　成　額

耐震診断 既存住宅 診断費用の３分の２
（最大４万円まで）

耐震改修
工 事

耐震基準を満
たさない住宅

工事費の５分の１
（最大100万円まで）

解体工事 50万円以上の
住宅解体工事

工事費の５分の１
（最大30万円まで）

＜財源内訳＞
国の補助金 22万円
道の補助金 43万円
町の負担 339万円

住宅のリフォーム助成	 2500万円
（担当：建設課都市管理グループ）

　居住環境の向上と町内経済の活性化を促進するため、町内に住宅を所有する方が町内の施工業者を利用
して改修工事を行う場合に、助成金を交付します。
　なお、この事業は今年度で終了となりますので、交付申請時期や工事の完了時期にご注意願います。

【申請期間】　令和２年３月31日まで
※工事着手日の14日前までに交付申請が必要です

【対象工事】　増築、改築、修繕、模様替え（耐久性、居住性、省エネルギー性を向上させる改修工事）
【対象要件】　・町内の施工業者が実施

・助成対象経費の合計額が30万円以上
・交付申請をする年度の末日までに工事が完了

【対 象 者】　改修を行う住宅の所有者で、現に居住している方または改修が完了する日の年度末までに
当該住宅に居住する方

【対象住宅】　・新築後５年を経過している住宅
・一戸建ての住宅（店舗などとの併用住宅は、居住部分のみ）

【助成金額】　助成対象経費の５分の１（最大50万円まで）
※助成金の交付は、同一の住宅につき、１回限りとなります。

民間アパート建設の助成	 1000万円
（担当：総務課企画調整グループ）

　人口減少の抑制と町民の居住確保のため、町内
にアパートを建設した方に建設費の一部を助成し
ます。
　平成28年度に２棟８戸、平成29年度に３棟20戸
が建設されました。

【助成期間】令和４年１月31日まで
【対象】
・３戸以上の新築集合住宅
・各戸に玄関、トイレ、浴室、台所があり、専用

面積が25～65㎡
・１戸当たり１台以上の駐車場
・組立式仮設住宅ではないこと
【助成額】
・施工業者が町内業者の場合
　１戸当たり100万円（１棟当たり1000万円上限）
・施工業者が町外業者の場合
　１戸当たり60万円（１棟当たり600万円上限）
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都市整備の推進	 902万円
（担当：建設課都市管理グループ）

　ＪＲ札沼線の廃線が決まり、駅周辺の跡地活用
の方向性を検討し、都市計画区域の用途地域を変
更します。
　跡地活用の方向性の検討は、町民と意見交換を
行い、新十津川駅の跡地活用の基本構想を計画し
ます。

公営住宅の維持管理	 4786万円
（担当：建設課都市管理グループ）

　公営住宅366戸の維持管理を行います。
　また、平成29年度に見直した公営住宅等長寿命
化計画に基づきトップ団地Ｂ棟第２工区（18戸）
の外壁塗装を行います。

＜財源内訳＞
国の補助金 1232万円
使用料（家賃など） 1405万円
町の負担 2149万円

【管理戸数の内訳】
大和方面 8戸
橋本方面 102戸
中央方面 228戸
花月方面 20戸
徳富方面 8戸

公共下水道の整備	 1億7996万円

高速インターネットの普及促進	 32万円

（担当：建設課都市管理グループ）

（担当：総務課財務・情報グループ）

みどり中継ポンプ場

　下水道管やポンプ場など公共下水道施設の維持
管理を行うほか、石狩川流域下水道施設の運営費
を負担します。
　今年度は、最適な施設の維持管理を行うため、
管路、みどり中継ポンプ場などの下水道施設全体
を対象としたストックマネジメント実施方針を策
定します。

　今年度11月からのサービス開始を目指し高速無
線通信の整備をすすめていましたが、４月から光
回線エリアが拡大されたため、計画を見直すこと
になりました。
　４月以降も光回線が利用できない地域にお住ま
いの皆さんには、ＬＴＥ契約の個人契約を促進す
るため、体験利用できる機器（モバイルWi-Fiルー
ター）を無償で貸し出します。

駅周辺用途地域
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町道改修の実施	 9950万円

橋りょうの修繕	 6930万円

（担当：建設課土木グループ）

（担当：建設課土木グループ）

　町道の舗装が古くなると、ひび割れ、わだち掘れ、凸凹などにより走行の安全性が損なわれます。
　このように傷んだ町道を改修することにより、走行しやすい安全な町道に改善します。
　今年度に計画している路線は次のとおりです。

　町内135カ所に架かっている橋は、適切な時期に修繕を行うことで、長期間安全に使用することができ、
経費の削減にもつながります。平成25年度に策定した橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、計画的に修繕
を行います。
　今年度に計画している橋は次のとおりです。

【道路工事】
①菊水団地内道路改築工事（平成30～令和４年度）

全体計画：菊水２条通り外22路線
工事区間：菊水３号通り外５路線
工事内容：舗装打替え、縁石取替（全低下）
延　　長：836ｍ
幅　　員：車道5.5ｍ＋歩道1.25ｍ×２（両側）

②西１線歩道造成工事（令和元年～２年度）
全体計画：南４号線から南５号線まで（西側）
工事区間：南４号線から南側200ｍ
工事内容：歩道の新規造成
延　　長：200ｍ
幅　　員：2.5ｍ

【橋りょう工事】
③岡野橋補修工事（平成30～令和元年度）

橋　　長：27.6ｍ
幅　　員：6.75+1.5ｍ
工事内容：伸縮装置交換、橋面防水、橋面舗装、

防護柵交換

④福井谷１号橋補修工事（令和元年度）
橋　　長：10.77ｍ
幅　　員：4.0ｍ
工事内容：橋台補修、支承補修、伸縮装置交換

【橋りょう補修設計業務】
⑤井向橋補修設計業務

橋　　長：20.0ｍ
幅　　員：6.0+2.5ｍ

＜財源内訳＞
　国の補助金 4498万円
　町の負担 2432万円

　　交通環境の充実③　交通環境の充実

菊水団地内（平成30年施工箇所）

施工前

施工後
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　冬期間の快適な生活環境を守るため、安全な道
路の確保は欠かせません。
　町道の除排雪作業は、町が所有する機械15台と
受注業者の機械９台を使って行います。
　午前２時の時点で10㎝以上の降雪や吹き溜まり
がある場合に、午前３時から作業を開始し、午前
７時30分ごろまでに完了するように行っています。
　町道の除雪延長は、車道187㎞、歩道12㎞、排
雪延長は38㎞です。
　除排雪作業の委託費のほかに、老朽化した除雪
機械の更新を計画的に進めます。

＜財源内訳＞
　国の補助金 3603万円
　町の負担 1億8810万円

事　　　　業 予算額 事　業　概　要
１　環境の保全
狂犬病の予防 9万円 飼い犬の登録と狂犬病予防注射済票の交付を行います
墓地の維持管理 238万円 各地区の墓地や弥生霊園の維持管理を行います
資源リサイクルの奨励 41万円 空き缶などの資源ごみ回収を行う団体への奨励金です
ごみ埋め立て処理施設の維持管理 831万円 総進区にある一般廃棄物最終処分場の維持管理を行います
し尿収集 742万円 し尿のくみ取りや運搬を行います
旧し尿処理施設跡地の管理費 35万円 以前使用していたし尿処理施設跡地の管理を行います
し尿処理施設の運営 615万円 し尿処理施設（奈井江浄化センター）の運営費を負担します
２　生活基盤の充実
町有住宅の維持管理 3666万円 町有住宅21戸の維持管理を行います
建築事務 21万円 建築法令の習得、技術講習会などに参加します
都市公園等の管理 2251万円 都市公園内を維持管理し、樹木の剪定も行います
西空知広域水道企業団負担金 1646万円 西空知広域水道企業団の水道整備に対し負担します
農業集落排水事業特別会計繰出金 2236万円 花月と大和農業集落の下水処理経費を特別会計へ繰出します
３　交通環境の充実
道路の維持管理 4904万円 町道380㎞を維持管理し、補修工事も行います
道路台帳の管理 124万円 整備が完了した町道の道路台帳を更新します
道路の維持車両の管理 1555万円 砂利道の路面整正や除排雪作業のための車両を管理します

地域公共交通の確保	 2208万円
（担当：総務課企画調整グループ）

　町内の交通手段を確保するため、町では北海道
中央バスへの運行助成と併せて、予約制の「乗合
タクシー」と「乗合ワゴン」への運行費用の助成
を行います。

○乗合タクシー（徳富・総進⇔滝川）
・平日４便、土日祝日３便（予約制）
・徳富区と総進区、大和区の一部から中央地区や

滝川市内（滝川駅、滝川市立病院など）の往復
路線で、中央地区から滝川市間のみのご利用は
できません。
○乗合ワゴン（中央地区⇔花月⇔砂川）
・平日土曜３便、日曜祝日２便（予約制）
・中央地区、弥生区、花月区、旧上総進区から、

砂川市内（砂川市立病院、砂川高校）の往復路
線で、砂川市内間のみのご利用はできません。
○北海道中央バス
・ふるさと公園線　平日５便、土日４便
・滝川北竜線　１日４便
・滝川浦臼線　１日５便

町道の除排雪	 2億2413万円
（担当：建設課土木グループ）
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新十津川保育園の増築改修	 2億8747万円
（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　新十津川保育園に入園を希望される家庭が増えており、希望しても入園できない「待機児童」が発生し
ています。町では、現園舎の保育室を増築改修し面積を広くしてクラスの定員を増やすことにより、待機
児童の解消を図ります。
　増築改修工事中は通常の保育ができなくなるため、近隣に設置した仮園舎での保育となります。
　令和２年１月からは広くなった保育室での保育が始まります。

【工事スケジュール】

内　　容 期　　間

仮設保育所での保育開始 令和元年５月７日

増築改修工事 令和元年５月～ 12 月

引っ越し（仮園舎⇒現園舎） 令和元年 12 月下旬

仮設保育所撤去 令和２年１月～２月

　　児童福祉の充実①　児童福祉の充実

子育て支援センターの運営	 617万円保育園の管理運営と病後児保育	 1億2099万円
（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　子育て支援センターは、子育て中の保護者の仲
間づくりの場として開設しました。
　親子で楽しめる季節に合わせた行事や、保護者
がリフレッシュできるイベントを開催しています。
　携帯アプリ「LINE」から簡単にイベントの申
込みができますので、ご利用ください。

＜財源内訳＞
国の補助金 150万円
道の補助金 150万円
町の負担 317万円

○保育園の運営（第３子以降の独自無料化）
　指定管理者（華園学園）に委託して保育園を運
営しています。
　また、第３子以降の保育料を保護者の所得に関
わらず無料にしています。
○病後児保育（滝川市と連携）
　新十津川保育園に入園する児童を対象に、病気
回復期の保育サービスを滝川市と連携して、滝川
中央保育所の専用の病後児保育室で行います。

＜財源内訳＞
保護者の負担 983万円
町の負担 9953万円
ふるさと応援基金 144万円
子ども夢基金 1019万円

LINE
QR コード
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児童館の運営	 1003万円

得きっずカードの配付	 965万円

放課後児童クラブの運営	 778万円

誕生記念品のプレゼント	 85万円

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　小・中学生を対象として安心して遊べる児童館
を運営します。
　クッキング、バス遠足、ハロウィン、クリスマ
ス会など楽しい行事を行っていますので、気軽に
遊びに来てください。
　また、発達障がいや発達遅延が心配される児童
に対し、児童館活動を通して健全な育成を行うた
め、子育て支援アドバイザーを配置しています。

＜財源内訳＞
参加者の負担 1万円
町の負担 1002万円

　高校生以下の子どもや妊婦のいる世帯の生活を
応援するため、ゆめりあの窓口で得きっずカード
を配付しています。
　得きっずカードは、しんとつかわポイントカー
ド会と連携しており、カードのポイントが満点に
なると5000円の金券としてお買い物ができるほ
か、商工会でお買い物に便利なふれあい商品券と
交換することができます。
　また、お買い物はもちろん、図書館やスポーツ
クラブ、子育て支援センターなどが開催するポイ
ント対象事業に参加するとポイントが付きますの
で、ぜひご参加ください。

【対　　象】妊婦または、高校生以下の子どもが
いる世帯

【有効期限】令和２年３月31日（火）
【配付枚数】

子どもの人数 配付枚数
１人 ５枚
２人 ６枚

３人以上 ７枚

＜財源内訳＞
子ども夢基金 965万円

　放課後児童クラブは、就労などにより昼間家庭
に保護者がいない児童を対象に、適切な遊びや生
活の場を提供し、子どもたちの健全育成を図るた
め、児童館２階で開設しています。
　利用回数に関わらず、月額1000円で利用するこ
とができます。利用は事前登録制で、就労証明書
などの提出が必要です。

＜財源内訳＞
国の補助金 180万円
道の補助金 180万円
利用者の負担金 60万円
町の負担 358万円

　お子さんの誕生を記念したプレゼントを拡大し
ます。
　お子さんの誕生時には、十津川村の木材を使用
したおもちゃ（アニマルカーとままごとセットの
いずれかを選択）をプレゼントします。
　平成30年度まで誕生時の記念品だったキッズ
チェアは、１歳の誕生日を記念してプレゼントし
ます。



20

まちづくり読本＜予算版＞

２

障がいのある方への生活支援	 1228万円障がい福祉サービス	 2億8081万円
（担当：保健福祉課介護・福祉グループ）（担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

　障がいのある方が、自立した日常生活や社会生
活を送れるよう支援します。
　専門知識を持つ相談員による福祉サービスの利
用に向けた相談支援をはじめ、外出時の移動の支
援、一時的な見守り支援のほか、紙おむつ・蓄尿
袋などの日常生活に必要な用具の給付を行います。

＜財源内訳＞
国の補助金　433万円
道の補助金　208万円
町の負担　　587万円

　障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮
らせるよう、各種サービスを提供します。

【主なサービスの内容】
・家事援助などを行うサービス
・施設などで昼間の活動を支援するサービス
・住まいの場を提供するサービス
・就労の場を提供するサービス

＜財源内訳＞
国の補助金 1億3938万円
道の補助金 6969万円
町の負担 7174万円

集いの場で介護予防	 1201万円 医療・介護などの円滑な利用	 81万円
（担当：保健福祉課介護・福祉グループ） （担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

　行政区の自治会館を拠点に高齢者が定期的に集
うことができる場を設け、心身機能の維持向上と、
地域の仲間同士で交流できるサロン活動を推進し
ます。
　「すまいるあっぷ」という名称で、モデル事業
として限定的に開催していたものを、今年度は開
催場所を全行政区に拡大します。
　また、保健師、空知中央病院リハビリ職員も各
会場で介護や健康の各種相談や教室を開催します。

＜財源内訳＞
空知中部広域連合の負担金　1201万円

　人生の最後まで自分らしく生きていくために、
もしもの時に備えて自分の考えや意思を伝えるこ
とができるよう、エンディングノートの普及啓発
を行います。
　町が独自にエンディングノートを作成し、利用
希望者へ随時配布するほか、記入について不安が
ある方に対しては、行政区の自治会館などで保健
師が記入のサポートを行います。

＜財源内訳＞
　空知中部広域連合の負担金 81万円

　　障がい者福祉の充実

　　高齢者福祉の充実

②　障がい者福祉の充実

③　高齢者福祉の充実
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高齢者世帯などの除雪	 829万円
（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　高齢者世帯などの冬期間の生活を支援するため、除雪費用を助成します。
○高齢者世帯などに除雪費の助成
　世帯全員が70歳以上で、かつ町民税非課税の世帯に対し、居住する住宅の間口除雪や屋根の雪下ろし作
業を業者に委託した場合、費用の半分を助成します。70歳未満でも障がい区分によって対象となる場合が
あります。

作業区分 間口除雪 屋根の雪下ろし
上限額 ３万円 ２万円

○高齢者世帯の避難路確保
　高齢者や障がい者世帯の冬期間の緊急避難路を確
保し、在宅生活を支援するため、11月から３月まで
の期間、除雪サービスを行います。
　除雪の範囲は、玄関から道路までの人が通れる幅
の通路とベランダや窓（家の中で１カ所）となり、
サービス内容に応じて負担をしていただきます。

＜財源内訳＞
利用者の負担 35万円
町の負担 794万円

ふるさと学園大学	 66万円 プレミアム商品券の販売	 545万円
（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ） （担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

　ふるさと学園大学は、高齢者を対象に楽しみな
がら知識や教養を身に付け、仲間とふれあい、喜
びと生きがいのある充実した生活を過ごすことを
目的に、年間８回講義を行います。なお、開講日
は無料送迎を行っています。
　今年度からは学位授与制度を導入します。
　また、道民カレッジの連携講座となります。

＜財源内訳＞
道の補助金 4万円
町の負担 62万円

　消費税率の10％への引上げによる、低所得者と
子育て世帯（０～２歳児）に与える影響の緩和お
よび地域の消費喚起を目的に、一定の条件を満た
す方を対象としてプレミアム付商品券（割増率
25％）を販売します。

【低所得対象者】
　令和元年度の市町村民税（均等割）が課税され
ていない方

※ただし、生活保護を受けている方や令和元年
度の市町村民税（均等割）が課税されている方
の扶養親族などは除きます

【子育て世帯対象者】
　２歳児以下の児童を扶養する世帯主
【販売額】
　販売額4000円（商品券5000円分）
　販売上限額20000円（商品券25000円分）

＜財源内訳＞
国の補助金　　545万円
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がん検診・ピロリ菌検査	 1089万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ）

　ワンコイン（500円）検診を継続し、すべてのがん検診を個人負担額500円で実施します。また、町独自
に30歳代女性の乳がん検診も500円で行います。
　今年度から、胃炎や胃がんの原因となる、ピロリ菌検査（個人負担額500円）を開始し、早期発見と早
期治療につなげます。

【がん検診の種類】
検診名 検査内容 対象者 備考

胃がん バリウム検査
30歳以上の男女 １年に１回肺がん 胸部レントゲン検査

大腸がん 便検査（潜血反応）
前立腺がん 血液検査 50歳以上の男性
子宮頸がん 子宮頸部細胞診 20歳以上の女性

２年に１回卵巣検査 卵巣エコー検査 子宮頸がん検診受診者
乳がん マンモグラフィー検査 30歳以上の女性
ピロリ菌検査 血液検査 20歳以上の男女 未検査者のみが対象

＜財源内訳＞
保険者の補助金 33万円
受診者負担金 134万円
町の負担 922万円

　　健康づくりの推進④　健康づくりの推進

インフルエンザ予防接種の助成	 778万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ）

　インフルエンザ予防接種を指定医療機関で実施した場合に妊婦や中学生以下の接種費用を必要な接種回
数分、全額助成します。
　また、今年度から、65歳以上の高齢者の自己負担額が1000円となるように助成額を拡大します。

【高齢者インフルエンザ予防接種費用】
平成30年度まで 令和元年度から

町助成額
1500円

拡大
町助成額

（接種費用－1000円）

自己負担額
（接種費用－1500円） 自己負担額

1000円

＜財源内訳＞
保険者の補助金 113万円
町の負担 665万円

➡
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不妊治療費助成	 200万円 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の助成	 111万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ） （担当：保健福祉課健康推進グループ）

　一般不妊治療、特定不妊治療を行っている方を
対象に、費用の一部を助成します。

【不妊治療の種類】

治療の区分 助成額 助成対象と
なる要件

一般不妊治療
※医療機関が
発行する治療
証明書の提出
が必要。

１年間の治療費
（治療証明書の発
行を含む）の自己
負担総額に対し、
20万円を上限

人工授精以外は、
保険適用となる治
療が対象
例：タイミング法
ホルモン療法など

特定不妊治療
１回の治療費自己
負担額に対し、10
万円を上限

北海道の特定不妊
治療費助成金の交
付決定を受けてい
ること

＜財源内訳＞
ふるさと応援基金 200万円

　高齢者肺炎球菌予防接種を受けたことがない次
の方を対象に、指定医療機関で接種した場合のみ、
接種費用を１人１回全額助成します。

【対象】
◯定期接種対象者
・年度内に65、70、75、80、85、90、95、100歳

以上になる方
・60歳以上65歳未満で、心臓や腎臓、呼吸器など

に重い病気（身体障害者手帳１級）のある方
◯任意接種対象者
・65歳以上で定期接種対象者以外の方

＜財源内訳＞
保険者の補助金 39万円
町の負担 72万円

風しん予防対策	 328万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ）

　今年度から３年にわたり、風しんの抗体保有率が低いとされている昭和37年（1962年）４月２日から昭
和54年（1979年）４月１日の間に生まれた男性を対象に、風しんの抗体検査と予防接種の全額助成を行い
ます。
　今年度は対象者のうち、昭和47年４月２日以降に生まれた方へ、町から案内通知と抗体検査・予防接種
の無料クーポン券を送付します。
　なお、予防接種の前に必ず抗体検査を行うことが必要で、この検査で十分な抗体価が確認された方は、
予防接種の対象外になりますのでご注意ください。

＜財源内訳＞
国の補助金 125万円
町の負担 203万円

（参考　国立感染症研究所ホームページより）
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国民健康保険の運営	 2億7695万円
（担当：住民課戸籍保険グループ）

　平成30年度から制度の改正により、国民健康保
険の運営は、北海道と新十津川町を含む１市５町
で組織する空知中部広域連合が共同で運営してい
ます。
　保険運営を行う北海道や広域連合へ支出する負
担金や保険税の収納、保険税審議会の開催など保
険事業を安定的に運営します。
　医療費を削減するため、国保加入者の40歳から
74歳を対象とした特定健診の個人負担を無料化
し、病気の早期発見・早期治療に努めています。

＜財源内訳＞
国の補助金 930万円
道の補助金 2808万円
加入者の保険税 1億8232万円
預金利子など 38万円
町の負担 5687万円

後期高齢者医療保険の運営	 1億1600万円
（担当：住民課戸籍保険グループ）

　75歳以上の方と65歳から74歳で一定の障がいの
ある方が加入する後期高齢者医療制度は、道内全
ての市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域
連合が保険者として運営しています。
　町では保険証の発行や医療給付に関する申請の
受け付け、保険料の徴収などを担当し、町で収納
した保険料、事務費などを運営費として北海道後
期高齢者医療広域連合へ支払っています。

＜財源内訳＞
道の補助金 2365万円
加入者の保険料 7960万円
過年度保険料の還付金 10万円
町の負担 1265万円

　　医療環境の充実⑤　医療環境の充実

食育の推進	 63万円妊産婦健康診査・相談	 518万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ）（担当：保健福祉課健康推進グループ）

　食のボランティア団体である食生活改善推進員
協議会の負担金を増額し、活動支援を強化します。
　また、食の推進事業として糖尿病性腎症重症化
予防対策や減塩対策などを重点に、食生活改善の
意識向上を図るための活動を推進します。

　妊娠の届出をされた方に、指定医療機関での妊
婦一般健康診査費と超音波検査費各14回分を助成
します。今年度から、新たに産婦健康診査費を２
回分まで助成します。
　また、妊娠中、子育て中の方の健康や栄養など
について、保健師と栄養士が相談をお受けします。

＜財源内訳＞
子ども夢基金 518万円
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高校生までの医療費無料化	 2247万円
（担当：住民課戸籍保険グループ）

　北海道では、就学前児童の入院および通院と小
学生の入院のみを対象とする医療費助成を実施し
ています。
　町では、子育て世代の経済的負担を軽減し、子
どもの健康管理を支援するため、その助成内容を
独自に拡大し、高校生までの保険診療医療費の全
額を助成します。

＜財源内訳＞
道の補助金 272万円
高額療養費保険者負担 14万円
子ども夢基金 1961万円

事　　　　業 予算額 事　業　概　要
１　児童福祉の充実
児童手当の支給 8551万円 中学生以下の子どもを育てている方に手当を支給します
保育所広域入所負担金 267万円 町外保育所を利用した乳幼児の保育園運営費を負担します
２　障がい者福祉の充実
自立支援医療費の給付 1786万円 人工透析などの医療費を助成します
補装具費の支給 160万円 身体に障がいのある方に補装具を支給します
重度心身障害者等介護手当の支給 36万円 重度障がい者を介護する方に手当を支給します
特別児童扶養手当の支給 4万円 障がい児の保護者に手当を支給します
重症心身障害者（児）機能訓練交通費の助成 15万円 機能訓練施設への交通費を助成します
精神障害者社会復帰施設等交通費の助成 80万円 社会復帰施設への交通費を助成します
障害児施設通所交通費の支給 21万円 障がい児通所サービス事業所への交通費を助成します
身体障害者福祉協会の支援 4万円 身体障害者福祉協会の活動を支援します
地域活動支援センターの運営 669万円 障がいのある方の活動支援施設の運営費を負担します
子ども通園センターの運営 608万円 障がい児の療育通所施設の運営費を負担します
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
３　高齢者福祉の充実
ゆめりあ部会の運営 7万円 高齢者の趣味を通して仲間づくりや健康増進を図ります
シニアいきいきクラブ 8万円 60歳以上を対象に生きがい講座を開催します
福祉バスの運営 220万円 高齢者無料巡回バスやふるさと学園大学の送迎を行います
長寿を祝う会の開催への支援 135万円 長寿を祝う会の開催を支援します
介護予防対象者への訪問介護 402万円 介護予防の対象者に訪問介護（ホームヘルプ）を行います
介護予防対象者への通所介護 554万円 介護予防の対象者に通所介護（デイサービス）を行います
生活支援サービス 13万円 介護予防の対象者の見守りや困りごとへの支援を行います
ボランティア活動への支援 30万円 介護予防事業やボランティア活動を推進します
地域包括支援センターの運営 715万円 高齢者介護などの相談や介護予防支援事務所の運営負担です
生活支援体制の整備 498万円 会議の開催や地域コーディネーターの活動を支援します
老人福祉施設への入所支援 567万円 養護老人ホームなどへの入所費用を支援します
緊急通報システムの設置 36万円 緊急通報システムの設置費用を助成します
在宅要援護者の通院支援 27万円 在宅の要介護高齢者の通院費の一部を助成します
高齢者など居宅介護住宅改修費の支援 60万円 高齢者や障がいのある方の住宅改修費を助成します
介護保険の運営負担 1億2802万円 空知中部広域連合を保険者とする介護保険の運営を負担します
認知症の総合的な支援 208万円 認知症の普及や予防活動、初期集中支援を行います
医療・介護の連携推進 49万円 住民への適切な医療や介護の提供にむけて連携を強化します
成年後見制度の支援 61万円 高齢者の成年後見制度利用を支援します
４　健康づくりの推進
子ども法定予防接種 1143万円 子どもに必要な予防接種を行います。
保健事務 531万円 保健事業に関する事務事業を行います
成人健康診査 293万円 基本健康診査や肝炎ウイルス・骨粗鬆症検診などを行います
成人健康診査２次健診 53万円 糖負荷検査や頚部エコーなどの詳細検査を行います
後期高齢者健康診査 181万円 後期高齢者の健康診査を行います
健康づくり対策 377万円 生活習慣病予防のため、健康教育・相談を行います
乳幼児健康診査・相談 66万円 子どもの成長を支援するため、健康診査・相談を行います
総合健康福祉センターの管理 1億3039万円 ゆめりあの管理運営と外壁塗装を行います
健康体力増進室の管理運営 377万円 健康体力増進室の管理運営や設備の点検修理を行います
５　医療環境の充実
訪問看護 84万円 訪問看護サービスの提供体制を確保します
救急医療体制の整備 98万円 休日や夜間に救急患者が受診できる医療体制を確保します
重度心身障がい者の医療費助成 1675万円 重度障がい者の医療費を助成します
ひとり親家庭の医療費助成 307万円 母子家庭や父子家庭の医療費を助成します
未熟児養育の医療費助成 51万円 入院治療を必要とする未熟児の医療費を助成します
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　高齢化や労働力不足により農家１軒あたりの農地面積の拡大に対応するには、農作業の省力化・効率化
が欠かせません。こうした中、最先端技術を活用した「スマート農業」が注目されています。
　町は、平成30年度からスマート農業の推進を図るため、田植え作業の省力化につながる「ＧＰＳ直進ア
シスト機能付き田植機」の購入費用の一部補助を開始しました。今年度から新たに将来、自動飛行が期待
されている農薬散布用ドローンの購入費用の一部補助を開始します。
　また、農林水産省の「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」を２年間で取り組み、播

はしゅ

種・耕起
から収穫までのすべての作業を最先端のスマート農業機械を導入して実証事業を行います。

　　農業の振興①　農業の振興

スマート農業機械の購入助成	 800万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

ＧＰＳ機能付き田植機
助成額　20 ～ 30 万円

農薬散布用ドローン
助成率　３割（上限 50 万円）

土壌分析機更新助成	 879万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　町の基幹産業である農業の持続発展には安定し
た農産物生産、より高品質な農産物生産が必要で
す。このためピンネ農業協同組合が20年以上経過
した土壌分析機を更新する費用の一部を助成しま
す。最新の土壌分析機は新たな分析項目「腐食値」
が拡充され、農作物の付加価値の向上が期待され
ます。

農産物のＰＲ	 113万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　町の安全で安心な農産品などを広くＰＲするた
めの取り組みを行います。
　札幌市内で行っている直売会を９回計画してい
るほか、北海道庁で開催される赤れんがフェスタ
へ参加し、町の農産物などをＰＲします。
　また、チラシの作成なども行い、積極的に町の
農産物のＰＲ活動を進めます。

ＧＰＳのアンテナ
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酒米粉を活用した商品の開発	 573万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　北海道一の酒米産地である町の酒米粉を活用するため、平成28年度から茨城県つくば市にある農研機構
と共同研究を行っています。共同研究の成果で、酒米粉は常温でも糖化しやすい性質を持つことから、甘
味料を製造できることや製パン改良剤としての活用について、特許の出願を行っています。
　今年度は、より効率的な原料の活用方法を研究し、商品開発の可能性を広げるとともに、食品の専門的
な知識を持つ農研機構にアドバイスを受けながら、町の特産品となる商品の開発を目指します。

製パン改良剤入り食パン 農研機構と地域おこし協力隊による共同研究

ピンネ農業公社の支援	 936万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　農業従事者の高齢化や担い手不足の問題が顕著
になりつつあり、農地の荒廃につながる可能性が
あります。
　これらの問題に対処するため、担い手の育成、
スマート農業の推進や新規就農者などが就農しや
すい環境を整備するなど、本町の農地・農業を守
る取り組みを行うピンネ農業公社の事業を支援し
ます。

有害鳥獣の駆除	 1467万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　エゾシカによる農業被害を防止するため、猟友
会に有害鳥獣駆除を委託するとともに、急増して
いるアライグマへの対策のため研究機関の協力を
受けて生息調査を実施します。
　生息調査は、３年間の継続事業とし、アライグ
マの効果的な捕獲方法を探りながら生息密度を推
計し、対策を講じていきます。

＜財源内訳＞
道の補助金 821万円
町の負担 646万円
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ＣＯ２吸収量の取引	 31万円町有林の管理	 368万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　二酸化炭素の排出削減量や吸収量を売買可能な
クレジットとして国が認証するＪ-クレジット制
度を活用し、町有林の間伐事業による二酸化炭素
吸収量をクレジット化します。今後計画書の認証
を受け、クレジット化されるのは、令和３年度の
予定です。

　幼木の成長および環境整備のため、幌加地区の
町有林、総進地区の「創造の森」や学園地区の「百
年の森」の下草刈りを行います。
　また、百年の森では新庁舎の内装材に使用する
ためのトドマツを１ヘクタール伐採し、創造の森
では排水の修繕を行います。

　　林業の振興②　林業の振興

木質バイオマスボイラーの導入	 323万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　平成27年度から検討してきた森林資源の有効活用の取り組みとして、ふるさと公園内の３施設に木質バ
イオマスボイラーを導入します。環境省の補助事業の採択が決定された後、実施設計を行い、令和２年度
に施設の建設に取り組む予定です。今年度は、補助事業を受けるための計画の策定と現地の地質調査を実
施します。
　また、施設の運営について、「新十津川町木質バイオマス利用推進協議会」を立ち上げ、適切、かつ効
率的な運営方法を協議します。

百年の森のトドマツ 町有林の間伐材
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商工会への支援	 3061万円地域おこし協力隊の受入れ	 2239万円
（担当：産業振興課商工観光グループ）（担当：産業振興課商工観光グループ）

（担当：産業振興課農林畜産グループ） 　商工会が行う、スタンプラリー事業、商工会館
の修繕、商店街ポイントシステムの更新に向けた
ニーズ調査、その他商工業振興に関する活動に対
し、その経費を助成します。

　地域おこし協力隊の隊員（産業活性化支援員）
を新たに２人募集し、今年度は５人体制での活動
を予定しています。
　産業活性化支援員（４人）は、新十津川駅観光
案内所を拠点とし、ＪＲ札沼線の終着駅に訪れる
方のおもてなしや駅を中心とした観光ＰＲ、情報
発信を行うほか、酒米粉を活用した特産品などの
開発研究などに関する取り組みを行います。
　農業支援員（１人）は、町内で実際の農作業を
通じて基礎的な農業技術を習得し、就農に向けて
活動するとともに農産物の販売活動も行います。

　　商工業の振興③　商工業の振興

中小企業者などへの支援	 7003万円
（担当：産業振興課商工観光グループ）

○企業施設設置の優遇措置
【対象者】
　町内で企業施設を新たに設置、
増設または移設した企業

種類 投資額の要件

新設 1000万円以上

増設 500万円以上

移設 1000万円以上

【支援内容】
・施設の固定資産税を、土地・家

屋は10年、償却資産は５年免除
・対象となる投資額の20％を助成
（上限3000万円、３年分割支給）
・対象となる施設・設備の賃借料

の20％を３年間助成（上限年
100万円）

・新設などに伴う新規雇用者（町
民）への年間賃金支払額の５％
を３年間助成（上限１人年25万
円～30万円、総額年500万円）

○町内中小企業者への助成
【対象者】
　新十津川町商工会に加入してい
る中小企業者
【支援内容】
・店舗の新築、改装など

対象経費の２分の１～４分の３
を助成（上限あり）

・地場産品の開発など
対象経費の４分の３を助成（上
限100万円）

・生産性の向上、販売促進の取組
み、観光資源の調査研究など
対象経費の４分の３を助成（上
限100万円）

・知識、技術を習得するための研
修受講など
対象経費の２分の１を助成（上
限１人15万円）

・人材の確保に関する活動
対象経費の３分の２を助成（上
限50万円）

○事業資金保障融資
【対象者】
　新十津川町に１年以上住所を有
し、新十津川町商工会に加入して
いる中小企業者
【支援内容】
　融資のあっせんや利子の補助を
行います。

種類 限度額

設備資金 1000万円

運転資金 500万円

特別資金 2500万円
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札沼線の廃線に向けた取り組みと観光ＰＲの推進	 1120万円

奈良県・十津川村三者協定ＰＲ	 261万円

（担当：産業振興課商工観光グループ）

（担当：産業振興課商工観光グループ）

○札沼線の廃線に向けた取り組み
　令和２年５月７日にＪＲ札沼線（北海道医療大学－新十津川間）が廃線を迎えることから、多くの方が
新十津川駅を訪れることが予想されるため、来町者へのおもてなしと町や地元産品のＰＲなどに関する企
画・イベントを実施します。
　また、町の歴史とともに歩んできた札沼線に対する感謝や惜別などのさまざまな思いを、皆さんで共有
できるような企画・イベントを実施します。

○新十津川町応援大使の任命・活動促進
　芸術、芸能、スポーツ、教育、文化などさまざまな分野で活躍
している方が、町の魅力を町内外に発信することにより、町のＰ
Ｒやイメージアップをにつながるため、町応援大使を任命し、そ
の活動を促進します。

○その他観光ＰＲの推進
　町のＰＲキャラクター「とつかわこめぞー」が、町内外の各種
イベントに出演したり、こめぞーのポロシャツ、うちわ、ライン
スタンプなど、キャラクター関連グッズを作成することで、町の
ＰＲを図ります。
　また、旅行会社による観光ツアーの実施を促し、都市住民との
交流人口を増やします。

　平成29年８月に新十津川町、十津川村および奈良県の三者は、更なる友好・交流を深め、特産品の宣伝
販売やそれぞれの観光情報発信について相互に協力するため、連携と協力に関する協定を締結しました。
　東京都、奈良県のアンテナショップや、十津川村のイベントなどで、ピンネ農協、商工会、振興公社と
連携協力し本町の農特産物をＰＲ、販売します。
　町内においては、陶芸まつり、ふるさとまつり、雪まつりのイベントで十津川村産きのこなどの特産品
を販売するほか、物産館（くじら館）においても引き続き奈良県や十津川村の特産品を取り扱います。
　十津川村からは、本町の味覚まつりに参加し特産品などのＰＲ・販売をする予定です。

【農特産品販売・ＰＲ予定】
○ＪＡならけん「まほろばキッチン」（奈良県橿

かしはら

原市）
○奈良のうまいものプラザ（ＪＲ奈良駅構内）
○奈良まほろば館（東京都中央区日本橋）
○十津川村開催イベントに参加

　　観光の振興④　観光の振興

平成30年７月　
まほろばキッチン・十津川村との共同物産展

西村京太郎応援大使
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
１　農業の振興
青年就労者の支援 450万円 新規就農者の経営が軌道に乗るまでの期間を支援します
農業委員会の活動 996万円 農業委員会の活動費です
農業者年金事務 128万円 農業者年金事務を行います
農地台帳管理システムの管理 109万円 農地台帳のバージョンアップと保守管理を行います
農政事務 139万円 農政事務全般にかかる事務です
農民協議会の支援 60万円 農業者で組織する農民協議会の活動を支援します
営農振興対策協議会の支援 62万円 農業振興の関係機関でつくる協議会の活動を支援します
農業経営基盤強化資金の利子助成金 152万円 認定農業者の借入資金の利子補給を行います
経営所得安定対策事業への助成金 679万円 地域農業再生協議会活動を支援します
水土里情報システムの活用 51万円 地理情報システムを活用して農地情報を把握します
多面的機能支払交付金 1億6046万円 農地・農業用水などを保全管理する組織を支援します
中山間地域等直接支払交付金 1億3500万円 農作業条件が不利な中山間地域の農業者を支援します
環境保全型農業直接支払交付金 1181万円 環境にやさしい農業に取り組む農業者を支援します
家畜の診療事業の支援 45万円 農業共済組合の家畜診療事業を支援します
家畜相場の調査 2万円 家畜の市場などの相場を調査します
学園牧場の維持管理 157万円 町営牧場の維持管理を行います
畜産振興協議会の活動支援 33万円 畜産農家で組織する協議会の運営費を支援します
21世紀高生産基盤整備推進協議会の運営 200万円 基盤整備を推進する協議会の運営費を負担します
国営造成施設管理体制整備の促進 1746万円 用排水路などの水利施設が有する多面的機能を支援します
基幹水利施設の管理（新十津川地区・徳富地区） 3145万円 新十津川ダムなどの町が受託した国の土地改良施設を管理します
基幹水利施設の管理（徳富ダム地区） 4648万円 徳富ダムを水源とした国の土地改良施設を管理します
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
２　林業の振興
林業事務 650万円 林業事務全般や将来の森林整備について積立をします
林野の火災予消防対策 14万円 巡視により林野火災やごみの不法投棄を予防します
林道の維持管理 210万円 林道５路線の維持管理を行います
民有林への植樹活動の支援 507万円 伐採後の植林活動を支援します
鳥獣による森林被害の防止 10万円 野ネズミによる森林被害の防止対策について支援します
３　商工業の振興
商工業振興委員会の運営 14万円 商工業振興委員会を開催します
商店街の環境整備 6万円 国道沿いの商店街の植樹ますに花を植栽します
中小企業者の借入資金の利子補給 340万円 国や北海道の融資制度利用者に利子を助成します
４　観光の振興
ふるさと公園の維持管理 1629万円 ふるさと公園の管理運営を行います
青少年交流キャンプ村の管理運営 351万円 管理運営のほか炊事場、トイレなどの改修を行います
文化伝習館の管理運営 680万円 文化伝習館の管理運営を行います
文化伝習館での工芸体験 835万円 文化伝習館で工芸体験や講座を行います
新十津川物語記念館の管理運営 305万円 新十津川物語記念館の管理運営を行います
吉野地区活性化センターの管理運営 704万円 吉野地区活性化センターの管理運営を行います
吉野公園の維持管理 436万円 吉野公園の管理運営を行います
吉野駐車公園の維持管理 54万円 駐車場と園地の維持管理をします
イベント開催の支援 847万円 陶芸まつり、味覚まつり、ふるさとまつり、雪まつりの開催を支援します
観光協会の支援 10万円 観光協会の活動を支援します
ふるさと温泉の維持管理 1124万円 ふるさと温泉の維持管理を支援します
サンヒルズ・サライなどの管理運営 3921万円 サライなど４施設の運営を委託します
５　雇用の創出
技能協会の支援 4万円 協会員の技能向上や協会の地域活動に対し助成します
通年雇用の促進 2万円 季節労働者の通年雇用を促進する協議会への負担金です
地域職業訓練センター協会への負担金 57万円 労働者などの教育訓練施設を運営する協会への負担金です
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　　消防・救急体制の充実

　　防災体制の充実

①　消防・救急体制の充実

②　防災体制の充実

滝川地区広域消防事務組合の運営	 1億6613万円
（担当：総務課総務グループ）

　消防組織の維持・充実のため、滝川市、芦別市、赤平市、雨竜町とともに滝川地区広域消防事務組合（一
部事務組合）を設置し、その運営経費を各市町で負担しています。
　主な支出は、消防職員の人件費、消防署庁舎の維持管理経費、消防団の運営費、消火栓などの消防施設
の整備更新費、消防車両の維持管理経費、救急資機材の購入費です。

防災無線のデジタル化事業	 1億2309万円
（担当：建設課土木グループ）

　防災行政無線は、平成９年に整備しアナログ方式により運用してきました。しかし、運用開始から22年
が経過し、機械の老朽化が進んでいます。また、法律によりアナログ方式からデジタル方式へ移行しなけ
ればならないことから、令和３年４月からの運用開始を目指しデジタル方式の防災行政無線に整備します。

【デジタル化によって変わること】
・戸別受信機の音質が良くなり録音機能が付きます。
・約３日間の長期停電に対応できます。
・新たにみどり区と青葉区に屋外スピーカーを設置します。
・ピンネ農協も放送機器を整備し、以前のように組合員向け

の営農情報を放送します。
・役場からの電波方向が変わるため、弥生区、総進区、徳富

区の一部でも屋外アンテナが必要になります。

＜財源内訳＞
　町の負担　１億2309万円
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地域防災力の強化	 1710万円
（担当：災害対策事務局）

○避難所の整備
　胆振東部地震では全道的な停電となりました。今回の停電を
教訓に２次避難所となるスポーツセンター、小中学校、児童館
などの施設も停電時に非常用発電装置により避難者の受け入れ
ができるように、分電盤や配線を整備します。

○自主防災会の活動支援
　災害時、迅速に行動が取れるよう自主防災会と連携し、防災
研修の開催や避難所マニュアルの作成など防災知識の向上を目
指します。

◯ため池ハザードマップの作成
　国の助成を受けて、周囲に民家のあるため池の地形などを調
査の上、ハザードマップを作成します。
【対象となる防災重点ため池】

・福井谷貯水池　・和歌貯水池
・日進甲貯水池　・原の沢貯水池

河川の維持管理	 6393万円災害救助物資の備蓄	 279万円
（担当：建設課土木グループ）（担当：災害対策事務局）

　町が管理する河川の土砂上げや倒木の処理など
を行い、集中豪雨などによる洪水被害の軽減を図
ります。
　また、老朽化した排水路の改修も進め、農地な
どの被害軽減に努めています。
　今年度は、大和北10号排水路と西花月排水路の
調査設計と改修工事を行います。

＜財源内訳＞
国の補助金 2750万円
浦臼町の負担 96万円
町の負担 3547万円

◯町の備蓄食料
　町の備蓄品は300食分としていましたが、昨年
の胆振東部地震を踏まえ500食に増やします。

◯行政区会館の防災資機材整備
　行政区の自主的な活動を促進・支援するため、
それぞれの地域の実情にあった防災資機材の整備
を支援します。

◯災害時ボランティアセンターの設置
　大災害時にボランティアを受け入れるボラン
ティアセンターの設置と運営を、町社会福祉協議
会に担っていただくため協定を結びます。
　また、ボランティアセンターの設置に必要とな
る資機材を整備します。

橋本区避難所開設訓練（受付所の様子）

青葉区防災研修（発電機の使い方の様子）



38

まちづくり読本＜予算版＞

４
安全・安心推進協会の支援	 116万円 消費生活トラブルの解決	 155万円

（担当：住民課住民活動グループ） （担当：住民課住民活動グループ）

　町内の交通安全や防犯のために活動する新十津
川町安全・安心推進協会へ助成します。
　交通事故の防止や窃盗などの犯罪撲滅には、地
域住民が一丸となった自主的な取り組みが不可欠
です。
　安全・安心推進協会は、交通安全運動や青色回
転灯車両23台による防犯パトロール活動を行って
います。

　消費生活トラブルの相談窓口を設け、皆さんか
らの相談に応じ、解決策を提案します。
　また、契約トラブルや振り込め詐欺、インター
ネット利用の架空請求など、複雑なトラブルに関
する相談に速やかに対応するため、滝川地方消費
者センターに相談業務を委託します。

【相談窓口】

名称 電話

役場住民課 76－2130

滝川地方消費者センター 23－4778

＜財源内訳＞
道の負担　57万円
町の負担　98万円

　　生活安全体制の充実③　生活安全体制の充実

排水機場の管理	 4614万円
（担当：建設課土木グループ）

　大雨による石狩川の水位上昇により、中小河川の水が石狩川に流れないときに、大型排水ポンプで強制
的に排水する施設が町内に７カ所あります。
　万一の大雨に備え、いつでも迅速に排水できるよう、水防団による水防訓練を行っています。
　今年度は、水防団員への報酬、排水機場の点検整備などのほかに、老朽化が進んでいる排水機場を計画
的に整備するために機能診断を行います。

＜財源内訳＞
国の補助金 1180万円 道の補助金 1348万円
浦臼町の負担 235万円 町の負担 1851万円
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要

１　防災体制の充実

災害用備品の管理 15万円 発電機や衛星携帯などの維持管理を行います

防災センターの管理 14万円 防災資機材が保管されている防災センターを管理します

防災無線の管理 272万円 戸別受信機や屋外拡声機などの維持管理を行います

遭難対策 5万円 山などでの遭難者発生時の捜索活動を支援します

被災施設の復旧 800万円 災害で被害を受けた町道や町河川を復旧します

樋門樋管の管理 133万円 北海道から委託を受けた樋門樋管を管理します

徳富川ラブリバー推進協議会の支援 13万円 徳富川の環境保全活動団体の活動を支援します

融雪出水被害の防止 30万円 雪でふさがった河川の雪割りを行い農地への冠水を防ぎます

２　生活安全体制の充実

中央地区市街街路灯の維持管理 487万円 中央地区市街地の街路灯の維持管理を行います

交通安全の推進 267万円 交通安全指導員の支援と交通安全指導車の管理を行います

交通安全施設の管理	 71万円 防犯灯の新設（通学路）	 459万円
（担当：住民課住民活動グループ） （担当：住民課住民活動グループ）

　橋本、花月の交通安全検問所や町内に設置され
ている交通安全看板の維持管理を行うほか、交通
量が多く、事故の発生が懸念される交差点などに、
交通安全啓発を目的とした赤色回転灯を設置しま
す。
　また、新十津川町交通安全指導員会が創立50周
年記念事業として実施する交通安全啓発看板の作
成費用の一部を支援します。

　道道学園新十津川停車場線（国道275号～中学
校）には、新十津川物語がデザインされた街路灯
が設置されていますが、歩道が暗いことから部活
帰りの子どもたちなど、歩行者の安心安全を確保
するため、新たに北電柱を利用してＬＥＤ防犯灯
43基を設置します。
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　　学校教育の充実①　学校教育の充実

（担当：教育委員会学校教育グループ）

　町内に居住し、高等学校、特別支援学校や高等専門学校へ通学する生徒の保護者を対象に、定期券購入
費を月額１万円以上負担している方に、通学費の２分の１（上限２万円）を助成します。

Ａ高校の場合：5000円を助成（助成対象経費10000円）
Ｂ高校の場合：6000円を助成（助成対象経費12000円）
Ｃ高校の場合：助成対象外　（助成対象経費10000円以下のため）

高等学校等遠距離通学費の助成	 399万円

小・中学校教育の推進	 5236万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

　指導体制の強化と児童生徒の確かな学力の定着
を図るため、小中学校に町独自で専任講師や学習
支援サポーターを配置します。
　また、特別クラブ活動（スクールバンド、獅子 
神楽、合唱）など、特色ある教育活動を推進する
とともに児童・生徒の学習環境の整備を図ります。
　今年度は、小中学校の教師用のパソコンを更新
します。

外国語教育の充実	 773万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

　今年度からの新学習指導要領により、小学校で
の外国語の授業数が増加するため、小学校に専属
の外国語指導助手（ＡＬＴ）を１人配置します。
現在の小中学校で１人の体制から、小学校１人、
中学校１人の２人体制とし、全ての外国語授業に
ＡＬＴが授業の補助を行います。
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　　社会教育の充実②　社会教育の充実

育英奨学金の貸付	 2636万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

　町民の子どもで、大学、短大、高等専門学校、
高校、専修学校または各種学校（修業期間が１年
未満のものを除く）の学生や生徒のうち、学費の
支払いが困難で、健康で学習意欲のある人に無利
子で奨学金を貸し付けます。
　返済は、貸付期間終了から１年を経過した後、
10年間の分割で返還していただきます。

学校 月額 入学金

高校 １万円以内

大学、短大、
高等専門学校、
専修学校など

４万円以内 28万円以内

学校給食の提供	 8558万円
（担当：学校給食センター）

　町の特産品や生鮮野菜による手作りの献立をよ
り多く取り入れ、安全安心な学校給食を町内の小
中学校、幼稚園、農業高校と雨竜町の小中学校に
提供します。
　また、子育て支援の一環として、町内の小中学
校に就学する児童生徒の給食費は１食当たり50円
を支援するとともに、第３子以降の給食費を無料
にします。

＜財源内訳＞
保護者の負担 3570万円
雨竜町の負担 923万円
町の負担 4065万円

社会体育活動の推進	 175万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　昭和44年６月13日に結成され、多くの町民がスポーツに親しめるように活動してきた新十津川町体育協
会は、今年度で50周年を迎えます。
　今ではその活動の幅を広げ、『町民１・１運動（１日１回の運動）』というスローガンのもと、体育施設
の管理やスポーツクラブ運営に携わるなど、町のスポーツ活動を支えています。
　体育協会が創立50周年を記念して実施する、町民のさらなる運動意欲の向上を図るための事業に対し、
その費用の支援を行います。
　また、教育委員会は体育協会50周年を記念して、トップアスリートによる講演会を実施します。

【体育協会50周年関連事業】
・協会50周年表彰の実施
・加盟団体の50周年協賛大会の実施
・スポーツ行事スタンプラリーの実施
・トップアスリート（森本稀哲氏）講演会の実施　11月17日㈰
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生涯スポーツの推進	 940万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　新十津川町体育協会が主体となり、新十津川スポーツクラブを運営します。
　町民が１日１回スポーツに取り組める環境づくりを目標に、幼少期から高齢者まで、また、初心者や運
動が苦手な方なども、誰もがライフステージや体力に応じてスポーツを手軽に取り組むことができるよう、
大人はフィットネスを中心に、児童にはニュースポーツなどの分野を中心に、専門の指導者を招いた教室
を開催します。
　また、地域おこし協力隊制度を活用して、スラックラインを主としたスポーツ振興や健康づくりを促進
し、スポーツによる地域活性化を図ります。

＜財源内訳＞
参加費 44万円
町の負担 896万円

【教室予定】
区　　分 教室・イベント

フ ィ ッ ト ネ ス エアロビクス・体幹トレーニング・ズンバエクササイズ・ヨガ

小 学 生 向 け
走り方教室・キッズダンス教室・スラックライン教室・トランポリン教室
スポーツチャンバラ教室

そっち岳スキー場の管理運営	 1538万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　そっち岳スキー場は、初心者向けファミリーゲ
レンデとして、町民のみならず、近隣市町の皆さ
んからも親しまれています。
　町を代表するウインタースポーツ施設として安
全に利用できるよう管理するとともに、利用しや
すいゲレンデを維持します。
　また、町内在住の中学生以下は、リフト料金を
無料にします。

＜財源内訳＞
リフト使用料など 910万円
町の負担 628万円

文化スポーツ大会の参加費助成	 405万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　予選を勝ち抜いて出場する全道・全国規模の大
会の出場経費を助成します。
　また、小中学生は、母村交流を目的とした大会
や招待を受けて出場する大会への助成も行い、参
加する保護者の負担軽減を図ります。
　平成30年度に引き続き、全国大会に出場する選
手にオリジナルＴシャツを贈呈し、全国大会開催
地で着用してもらうことで、本町のＰＲにつなげ
るとともに、郷土愛を育みます。
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開拓記念館の管理運営	 267万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　昨年度までは休館日がありましたが、札沼線を
利用して来町する方々からの要望を受け、５月～
10月までの期間中は毎日開館します。
　記念館内の写真の更新や展示品の管理を行い、
鑑賞しやすい記念館を目指すとともに、資料の保
存をする施設として適切な維持管理を進めていき
ます。
　また、６月20日は本町の開町記念日として、入
館料を無料にします。

＜財源内訳＞
入館料 11万円
町の負担 256万円

ふるさと公園内体育施設管理運営	 9152万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　スポーツセンターをはじめとする、ふるさと公
園内体育施設の管理運営を新十津川町体育協会に
委託します。
　また、大規模改修としてスポーツセンター照明
のＬＥＤ化工事を実施し、電力使用量削減と環境
への配慮を進めるとともに、停電時でも発電機に
接続できる配線を整備し、災害時への対応を進め
ます。

児童生徒・青年の母村交流	 213万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　本町の小学校５年生と中学校１年生を対象に、奈良県十津川村への母村訪問研修を実施します。
　十津川村では、小中学校の訪問、村内の歴史的建造物への訪問や川遊びなどの自然体験などを行います。
　母村を訪問し、見る、聞く、触れる体験を通じて、本町誕生の歴史を学ぶとともに、母村の小中学生と
の親睦を深めます。
　青年世代では、新十津川町青年協議会と十津川村青年団が交互に互いを訪問し、交流を深めています。
この交流では、母村と町のそれぞれの歴史を学ぶとともに、青年団活動の活性化につなげるために互いの
団体の活動状況について意見交換を行っています。
　今年度は十津川村から青年団が来町する年であり、交流の一部の費用を支援します。

児童生徒母村訪問 青年母村交流研修
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図書館の利用促進	 93万円 絵本とのふれあい	 27万円
（担当：図書館） （担当：図書館）

　皆さんがより一層、図書館に親しんでもらえる
よう、図書館講座、上映会、読み聞かせ、古本リ
サイクル市などの行事やギャラリー展示を開催し
ます。
　また、借りた本の記録を残せる「読書通帳」の
普及を続けます。
　一般、中高生、児童、親子向けの新刊本や話題
の本などをお知らせする図書館だよりを発行しま
す。

　読書習慣の定着のため、ゆめりあで３～４か月
児健康相談の時に、図書館司書と子育て支援員を
通じて、乳幼児向けの絵本２冊と絵本バッグをプ
レゼントします。
　また、本に接する機会を増やすため、２歳５～
６か月の幼児にも年齢に合った絵本２冊をプレゼ
ントします。

芸術鑑賞	 232万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　幅広い年代層の方が気軽にホールに足を運び、舞台芸術を身近に感じてもらえるよう、さまざまなジャ
ンルの公演を実施します。ゆめりあホールは、音響反射板仕立てによる公演、舞台仕立てによる公演が可
能で、さまざまな用途で使用できます。また、世界的に有名な「スタインウェイ」のピアノが常設されて
います。
　今年度は、空知管内の文化団体の舞台発表公演・文芸（短歌・俳句・川柳）会、トイ（おもちゃ）楽器
による乳幼児・低学年向けコンサートや常設しているスタインウェイを使用したピアノコンサートを予定
しています。
　来場した皆さんがゆめりあホールで魅力あるステージに触れ、今後の文化活動への意欲がもてるよう鑑
賞事業を継続します。

【開催予定】

開催予定月 内　　容

９月 道民芸術祭兼空知管内郷土芸能祭

10月
トイ・マジック・オーケストラファ
ミリーコンサート

12月 ピアノコンサート
トイ・マジック・オーケストラ
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事　業 予算額 事　業　概　要
１　学校教育の充実
新十津川町・雨竜町子どものいじめ対策委員会の運営 14万円 雨竜町と共同で、子どものいじめ防止対策を行います
新十津川農業高等学校の支援 400万円 新十津川農業高等学校に教育推進のための支援をします
小学校教科書の調査選定 10万円 小学校で使用する教科書を調査選定します
小学校校舎などの維持管理 4665万円 小学校校舎の維持管理を行います
小学校の保健活動 144万円 児童の健康管理を目的とした保健活動を進めます
教職員の健康管理 104万円 町立学校職員の健康診断など健康管理を進めます
教員住宅の維持管理 66万円 小中学校の教員住宅13戸の維持管理を行います
小学校特別支援教育の推進 521万円 支援員を雇用し、きめ細かな特別支援教育を行います
学校司書の配置 145万円 学校図書室の円滑な運営のため臨時司書を配置します
小中学生芸術観賞会の開催 90万円 雨竜町と共同で芸術鑑賞を行います
町立学校職員の教育研究 138万円 教職員の資質向上のため研究と研修を行います
中学校校舎などの維持管理 2272万円 中学校の維持管理を行います
中学校の保健活動 38万円 生徒の健康管理を行います
部活動の支援 522万円 必要な物品の購入と全道・全国大会出場旅費を助成します
学校給食センターの維持管理 2280万円 学校給食を提供するために施設を運営します
学校給食費の助成 415万円 所得状況に応じて学校給食費を助成します
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
２　社会教育の充実
社会教育委員の活動 34万円 社会教育委員７人の活動費です
社会教育活動の推進 111万円 社会教育活動をサポートする臨時職員を配置します
成人式の開催 30万円 成人式を開催し、新成人をお祝いします
体験学習の推進 71万円 小学６年生を対象に通学合宿を開催します
改善センターの管理 1726万円 屋外喫煙所を設置し、駐車場のトラフを修繕します
青年会館の管理 25万円 町青年協議会に青年会館の管理を委託します
ＰＴＡ連合会の支援 6万円 ＰＴＡ連合会の活動を支援します
青少年の教育の推進 221万円 青少年健全育成のつどいを開催します
文化スポーツ少年団及びユニフォーム更新の支援 150万円 少年団の活動費やユニフォーム購入費の一部を助成します
シニアリーダーの活動支援 10万円 子ども会の活動を支援する高校生の団体を支援します
図書館の維持管理 1555万円 図書館の維持管理を行います
読書活動の推進事業 2057万円 図書資料の購入や資料貸し出しを行います
アートの森の管理 212万円 一般社団法人風の美術館（かぜのび）に管理を委託します
文化活動の推進 39万円 町民文化祭や町民音楽祭を開催します
伝統芸能継承団体の支援 31万円 獅子神楽保存会とおどり保存会の活動を支援します
文化活動団体の支援 23万円 文化協会や音楽協会、コーラス団体を支援します
スポーツ推進委員の活動 27万円 スポーツ推進委員７人の活動費です
スポーツ体験学習の推進 76万円 日本ハムファイターズによる少年野球教室などを開催します
学校体育館の開放 10万円 学校体育館を開放します
スポーツ指導者の養成 5万円 スポーツ指導者資格の登録料を助成します
町民体育館の管理 150万円 中央体育館・大和体育館の維持管理を行います
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　　住民参加の促進①　住民参加の促進

しんとつかわの魅力発信	 65万円

地域組織への支援	 307万円

（担当：総務課企画調整グループ）

（担当：教育委員会社会教育グループ、保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　平成27年度に策定した新十津川町総合戦略に基づき、新十津川町の魅力を広く町内、北海道、そして全
国に発信し、町の知名度を高め、交流人口・定住人口を増やしていくための取り組みを進めていきます。

◯新十津川町を紹介する一般応募型動画コンテストの開催
　町内外から、新十津川町を紹介する30秒の動画を募集し、新しい町の魅力を動画で発信していきます。
・最優秀賞　現金10万円　１本
・特別賞　町内特産品１万円分　５本

◯魅力発信パンフレットの作成
　定住・子育て支援制度を主におしらせするパンフレットを
刷新し、町内外に新十津川の魅力を発信します。

◯移住体験
　町外の方に実際に住んでもらい、町を知っていただく移住
体験を年間５回予定しています。

　地域活動を担う団体として、老人クラブや新十津川町女性団体連絡協議会、新十津川町子ども会育成者
連絡協議会が活動しています。
　人口減少に伴い、地域活動を担う団体の会員も減少傾向にあることから、より魅力ある活動を通じて、
連合組織が地域組織と連携し、組織全体の活性化が図られるよう支援を拡充します。
　なお、新十津川町女性団体連絡協議会は今年で創立70年の節目を迎え、記念誌を発行することから作成
費用の一部を支援します。
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開町記念式の開催	 118万円
（担当：総務課総務グループ）

　先人の労苦をしのび、その功績をたたえ、感謝
し、郷土を愛する心を養い、よりよき新十津川町
を築き上げる決意を新たにするため、６月20日の
開町記念日に合わせて開町記念式を開催します。
　毎年、式典では、母村十津川村をはじめ、多く
の方々にご列席をいただいています。

＜財源内訳＞
参加者会費 17万円
町の負担 101万円

行政区活動への支援	 2246万円
（担当：住民課住民活動グループ）

　行政区と連携・協力し、住みよい地域づくりを目指します。
　また、行政区の自主的な活動の促進と、円滑な運営を支援するため、行政区が自ら提案・実施する活動
や行政区と町が役割と責任を分担しながら行う活動（協働事業）に対して、助成します。

【行政区が自ら提案、実施する活動】
　・防災資機材の購入、防災訓練などの自主防災活動
　・交通防犯啓発やお年寄りの見守りなど、地域の安全や安心を推進する活動
　・郷土への愛着や伝統を伝える活動（盆踊り、みこし、演芸会など）
　・通学路の花植えや花壇の整備などの景観整備活動

【行政区と町の協働事業】
　・防犯灯の設置、修繕、電気料の助成
　・資源ごみステーションの除雪
　・町有地の草刈り
　・公園などの管理
　・広報しんとつかわの配布

議会だよりの発行	 57万円
（担当：議会事務局）

　議会の活動をお知らせする「議会だより」を発
行します。
　議会で決まったことやその成果などをわかりや
すく伝えていきます。
　町の課題や議会が果たすべき役割など、町民の
みなさんと共に考えていけるよう、魅力のある紙
面づくりに取り組んでいきます。
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総合行政審議会の運営	 117万円職員の研修派遣	 413万円
（担当：総務課企画調整グループ）（担当：総務課総務グループ）

　皆さんと行政が協働のまちづくりを進めるため、
幅広く皆さんの意見を行政に反映できるよう、公
募委員と有識者委員で組織する審議会を設置して
います。
　審議会では、環境基本計画やふるさと公園整備
計画など、まちづくりに関する各種計画を審議し
たり、町が進めている事業について、町民の目線
で評価を行います。

　新十津川町人材育成基本方針に基づき、職員の
能力向上を図ることを目的として、自治大学校や
市町村職員中央研修所、北海道市町村職員研修セ
ンター、北海道町村会などが主催する各種研修に
派遣します。
　また、外部講師を招いて研修会を開催し、職員
全体のスキルアップを図ります。

＜財源内訳＞
研修受講助成金 39万円
人づくり推進交付金 40万円
町の負担 334万円

　　行政の効率的な運営②　行政の効率的な運営

役場庁舎の建替え	 3億4670万円 建物の解体	 2億7320万円
（担当：庁舎建設推進事務局） （担当：総務課財務・情報グループ）

　役場庁舎の建替え工事を行います。
　令和３年５月に新しい役場庁舎での業務を開始
する予定です。
　現庁舎と同様に消防庁舎も合わせた建物になり
ます。

＜財源内訳＞
庁舎建設基金 3540万円
町の負担 3億1130万円

　平成21年に閉校した旧大和小学校や、建替えが
終わり使用しなくなった旧行政区自治会館などを
解体します。
　旧大和小学校解体後の跡地の利用方法は、町民
の皆さんと話し合って決めていきます。
　文京区の旧自治会館解体後の跡地は、小学校の
駐車場として整備します。

建築工事安全祈願祭 旧大和小学校校舎
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
１　住民参加の促進
功労者の表彰 98万円 町の振興発展などに功績のあった個人や団体を表彰します
母県母村との交流 220万円 奈良県や十津川村と交流します
保護司会の支援 14万円 保護司会の活動を支援します
北方領土返還運動事業 2万円 北方領土返還に向けた署名活動を行います
行政区自治会館の維持管理 30万円 行政区自治会館の修理などを行います
町民の葬祭 81万円 町民の葬祭に対して弔意を表します
人権啓発活動の活性化 3万円 人権擁護委員の活動を支援します
遺族会の支援 10万円 遺族会の活動を支援します
社会福祉協議会の支援 2000万円 社会福祉協議会の活動を支援します
民生委員児童委員協議会活動の支援 330万円 民生委員児童委員協議会の活動を支援します
民生委員児童委員の改選 9万円 民生委員児童委員の任期満了に伴う一斉改選を行います
赤十字奉仕団の負担金 8万円 赤十字奉仕団の活動経費の一部を負担します
情報制度の審査 7万円 情報制度に関し審査会による審査を行います
広報誌の発行 281万円 広報しんとつかわを毎月発行します
まちづくり読本の作成 121万円 町の予算を説明するまちづくり読本を発行します
ホームページの運営 77万円 本町の情報をホームページ上で町内外へお知らせします
札沼線映像の保存 29万円 令和２年５月廃線予定の札沼線の映像を保存します
２　行政の効率的な運営
議会・議員活動 497万円 議員の研修派遣や政務調査を行います
総務事務 747万円 職員の出張や臨時職員の配置を行います
通信事務 270万円 書類などを発送します
行政情報の収集 107万円 新聞や官報などにより情報を収集します
叙勲などの事務 87万円 叙勲の受章者へ記念品を贈呈します
規程の審査 336万円 例規システムの管理などを行います
人事・給与の管理 86万円 職員の給与や人事情報などを管理します
財政事務 21万円 財務全般にかかる事務経費です
財務会計の管理 954万円 町の予算執行（収入・支出）をシステムで管理します
庁舎の維持管理 2405万円 役場庁舎の維持管理を行います
普通財産の維持管理 5009万円 町が所有する土地や建物の維持管理、処分を行います
各施設の維持管理 1702万円 町が所有する施設の維持管理を行います
自動車の維持管理 873万円 町が所有する自動車の維持管理・更新を行います
電子機器の維持管理 2723万円 事務で使うコンピューターの維持管理を行います
庁舎管理 672万円 事務用品やコピー機の使用料などの事務費です
まちづくり全般に関する事務 8万円 会議や研修会のほか国への要望を進める活動費です
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２　行政の効率的な運営
行政評価の推進 12万円 町が進めている事業の評価と町民アンケート調査を行います
町税の賦課 1131万円 税金を賦課します
町税の徴収 70万円 税金を徴収します
固定資産の評価替 460万円 固定資産（土地）の評価額を見直し適正に賦課します
戸籍住民登録事務 126万円 戸籍・住民票の発行に関連する事務を行います
戸籍総合管理システムの管理 290万円 戸籍の情報や証明書の発行などをシステムで管理します
住民基本台帳ネットワークシステムの管理 233万円 全国ネットを通し住民情報や個人番号カードを管理します
総合行政システムの管理 1157万円 住民情報、保険、福祉、税などのシステム管理を行います
パスポートの発行 16万円 パスポートの発行を滝川市に委託します
国民年金事務 59万円 年金事務所と連携し加入手続きや年金請求の事務を行います
教育委員会の活動 242万円 教育委員会委員の報酬、費用弁償です
教育委員会事務局事務 61万円 職員の出張旅費や参考図書などの購入費です
ふるさと応援寄附金 7145万円 寄附者へ町特産品を贈呈し、町のＰＲや産業振興を進めます
どの政策にも属さない仕事
議会議員の人件費 5084万円 議会議員11人の報酬や期末手当、共済費です
要望活動 7万円 国の省庁などへ要望活動を行います
議員改選事務 13万円 議場の氏名板の書き換えや広報活動用の似顔絵を作成します
町政渉外事務 315万円 町長・副町長・教育長の出張旅費などです
職員の健康診断 264万円 職員の健康管理のため健康診断などを行います
非常勤職員の公務災害補償 42万円 議員や各種委員の公務災害保険の事務を行います
職員互助会負担金 10万円 職員の福利厚生のための経費の一部を負担します
新十津川望郷会負担金 30万円 本町出身者で構成する望郷会運営負担です
会計事務 238万円 収入および支出業務を行います
土地取引に関する届け出事務 7万円 土地取引に係る届出書の受け付けを行います
公平委員会の運営 5万円 職員の利益を守るため、公平委員会を開催します
税などの還付金 200万円 過年度分の修正申告などに伴う税金を還付します
選挙管理委員会の運営 40万円 選挙管理委員会を運営します
知事・道議会議員選挙 577万円 北海道知事選挙と北海道議会議員選挙を行います
町長・町議会議員選挙 869万円 町長選挙と町議会議員選挙の執行経費です
参議院議員選挙 700万円 参議院議員選挙の執行経費です
統計調査事務 490万円 各種統計調査を行います。
監査委員の活動 189万円 監査委員２人が町の財務や仕事についてチェックをします
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　　職員の給与と職員数①　職員の給与と職員数
人件費の状況（一般会計当初予算）
平成
30年度
A

令和
元年度
B

増減
（B－A）
C

増減率
C／A

令和
元年度の
人件費率

千円 千円 千円 ％ ％
838,908 858,420 19,512 2.33 13.39

職員給与費の状況（一般会計当初予算）

区分

予算
計上
職員
数Ａ

給　　与　　費 １人当
たりの
給与費
B／A

給　料 手　当 期末・
勤勉手当

計
B

令和
元年度

人 千円 千円 千円 千円 千円
100 388,240 83,827 160,392 632,459 6,325

特別職・議員の給与の状況　　令和元年６月１日現在

区 分
給　　料　・　報　　酬

町　長 副町長 教育長

月 額 784,000 631,000 568,000

区 分 議　長 副議長 常任委員長
議会運営委員長 議　員

月 額 305,000 247,000 228,000 215,000

期末手当 4.40月分

ラスパイレス指数の状況

区 分 28年 29年 30年

指 数 値 96.7 96.7 96.8

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給料を100とし
た場合の地方公務員の給与水準を示した数

一般行政職職員の初任給の状況	 令和元年度

区 分 新十津川町 北海道 国家公務員

大 学 卒 180,700円 180,700円 180,700円

短 大 卒 161,300円 161,300円 －

高 校 卒 148,600円 148,600円 148,600円

一般行政職職員の給与の状況	 平成31年４月１日現在

区 分 新十津川町

平 均 給 料 月 額 308,759円

平 均 年 齢 42.3歳

期末・勤勉手当の状況	 平成31年４月１日現在

区　分 期末手当支給率 勤勉手当支給率 計

６月期 1.300月 0.925月 2.225月

12月期 1.300月 0.925月 2.225月

計 2.600月 1.850月 4.450月

部門別職員数

部　　門
職　員　数（人）

28年 増減 29年 増減 30年 増減 元年

福
祉
関
係
を
除
く
一
般
行
政
部
門

議 会 2 0 2 0 2 0 2
総 務 28 0 28 ▲1 27 ▲1 26
税 務 6 0 6 0 6 0 6
労 働 0 0 0 0 0 0 0
農林水産 8 0 8 2 10 1 11
商 工 6 0 6 0 6 0 6
土 木 11 0 11 ▲1 10 0 10
小 計 61 0 61 0 61 0 61

福
祉
関
係

民 生 14 ▲1 13 ▲1 13 0 13
衛 生 9 0 9 0 9 ▲1 8
小 計 23 ▲1 22 ▲1 22 ▲1 21

一 般 行 政 計 84 ▲1 83 ▲1 83 ▲1 82

特別
行政

教育部門 13 0 13 0 13 0 13
小 計 13 0 13 0 13 0 13

公
営
企
業
等

下 水 道 1 0 1 0 1 0 1
国 保 2 0 2 0 2 0 2
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0
小 計 3 0 3 0 3 0 3

総 合 計 100 ▲1 99 ▲1 99 ▲1 98

※ただし、令和元年は６月１日現在
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　　行政機構図②　行政機構図
◇❖新十津川町議会（定数11人）
　議会は、町の意志決定機関で、条例の制定、予算の
議決、決算の認定、財産に関する承認などを行います。

議長
笹　木　正　文

副議長
安　中　経　人

　議会には、調査と審議や広報広聴活動を行う３つの
常任委員会があります。
常任委員会 委 員 長 副委員長 委　　員

総 務 民 生 小玉　博崇 村井　利行 長名　　實　　安中　経人
杉本　初美

経 済 文 教 鈴井　康裕 井向　一徳 長谷川秀樹　　西内　陽美
進藤久美子

広 報 広 聴 杉本　初美 進藤久美子

長名　　實　　長谷川秀樹
安中　経人　　西内　陽美
鈴井　康裕　　小玉　博崇
村井　利行　　井向　一徳

◇❖町長の事務部局の機構（６月１日現在）
　住民課（役場庁舎１階）	 （　）は兼務職
課　　長 主　　幹 グループ長 主　　査 主 事 等 主な仕事内容

平田　智子
(交通安全推進
事務局長)

媚山　孝裕
(滞納整理推進
事務局長)

志賀　史朗
(交通安全推進
事務局次長)

戸籍保険
グループ
由野　　格
副主幹

浅田由美子

後藤　七海
安保　啓介
米田　華澄

戸籍、住民票、印鑑証明、火葬の許可、国民健康保険、後期高
齢者医療、子ども・ひとり親・重度心身障害者医療、国民年金

住民活動
グループ
横山　芳徳

戸出　雄基

ごみ処理、し尿処理、環境保全、公害対策、合併処理浄化槽の
設置、畜犬登録、墓地、交通安全対策、交通安全推進団体との
連絡調整、交通災害共済、防犯、配偶者暴力対策、地域サポー
ター、防犯灯・街路灯、地域コミュニティ、消費生活、行政区
活動の支援

町税グループ
津辻　政季
副主幹

矢野　将崇

原田　貢子
中竹千香子
山田ひかる
木村　　陸

町道民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、
特別土地保有税、入湯税、国民健康保険税並びに後期高齢者医
療保険料の賦課および徴収、税の諸証明、土地家屋の評価およ
び租税教育

空知中部広域連合派遣 深瀬　直人

　産業振興課（役場庁舎１階）	 （　）は兼務職
課　　長 主　　幹 グループ長 主　　査 主 事 等 主な仕事内容

小松　敬典

山田　聖弘

鎌田　章宏
(新十津川物語
記念館長・文化
伝習館長)

農林畜産
グループ
平川　宏之
副主幹

山下　隆司
副主幹

坂本　　剛
副主幹

新居　剛紀

政所　正人 上杉　明洋
伊藤　颯汰

農業の振興、基盤整備、米の生産調整、担い手対策、農業制度
資金、農業近代化、農産物のＰＲ、有害鳥獣対策、畜産振興、
公共牧場管理運営、林業振興、治山、自然保護、山林緑化、内
水面漁業

商工観光
グループ
笹木　裕一
副主幹

竹村　大樹

萩原　　晶 商工業振興、中小企業対策、商店街整備、観光事業振興、ふる
さと公園、吉野公園、文化伝習館、新十津川物語記念館

地場産業振興
グループ
野本　虎寿

坂本　純憧 物産館、サンヒルズ・サライ、ヴィラトップ、農林産物処理加
工施設管理運営、特産物開発

北海道派遣 渡辺　恵介

◇❖新十津川町監査委員（定数２人）
　監査委員は、定例の監査のほか、決算の審査、現金
出
すい

納
とう

の検査、公金収納の審査などを行います。

代表監査委員
岩　井　良　道

監査委員
奥　芝　理　郎

◇❖新十津川町三役

町長
熊田　義信

副町長
小林　　透

教育長
久保田純史



57

まちづくり読本＜予算版＞

資
料

　会計課（役場庁舎１階）
課　　長 主　　幹 グループ長 主　　査 主 事 等 主な仕事内容
会計管理者
内田　　充 鷲尾　奈美 公金の収納・支払関係

　総務課（役場庁舎２階）
	

（　）は兼務職
課　　長 主　　幹 グループ長 主　　査 主 事 等 主な仕事内容

寺田　佳正

窪田　謙治

坂下　佳則

総務グループ
佐藤　武久
副主幹

加藤　和仁

一瀬慎太郎
小木　浩亮
小林　美貴
中澤　優里

秘書、情報公開、表彰、選挙、人権擁護、行政相談、職員の人
事・給与・研修・福利厚生、条例・規則の制定、公文書、日直、
町史

財務・情報
グループ
得地　史郎
(庁舎建設推進
事務局次長）

石丸　拓憲

箕田　和久
松尾　昭彦
白崎　義人
川田　一仁

行政区会館管理、町の予算・決算、基金・積立金管理、町補助
金、町有地管理、車両・物品管理、企業誘致、ＩＴ推進、ネッ
トワークセキュリティ、統計調査

企画調整
グループ
久保田篤司

矢野　文隆 駒田　　愛
酒井　信裕

町の政策立案、総合計画の管理、行政評価、まちづくり人材育
成、定住促進、土地利用、広報誌の作成・配布、報道機関との
連絡調整、ふるさと応援基金

災害対策
事務局

事務局長
(坂下　佳則)

事務局次長
(久保田篤司)

事務局員
（矢野　文隆）（駒田　　愛）

（酒井　信裕）

避難救助物資管理、自主防災組織の強化・育成、避難支援体制
の充実、国民保護計画、避難対策

　建設課（役場庁舎２階）	 （　）は兼務職
課　　長 主　　幹 グループ長 主　　査 主 事 等 主な仕事内容

谷口　秀樹

武田　晃典
(国営事業推進
事務局長・庁
舎建設推進事
務局長)

都市管理
グループ
石井　秀紀
(国営事業推進
事務局次長)

大塚みちる
堀下　琢磨
(庁舎建設推進
事務局員)

小林　　洋
新井　直樹

下水道受益者負担金、下水道使用料、工事入札、建築工事、建
築確認申請、建築基準法に関する相談・指導、都市計画、公営
住宅管理

土木グループ
千石　哲也
副主幹

森　　直文

佐藤　　実 板倉　和彦

道路占用、河川占用、道路台帳、道路・橋・河川・災害復旧工
事、道営土地改良事業、農道整備、林道管理、道路の維持・除
排雪、水防対策、河川・都市公園の維持管理、下水道の維持管
理、街路・都市公園の工事、防災無線施設の維持管理

技術長
(谷口　秀樹)

技術次長
(武田　晃典) 土木建築工事の検定、調査設計業務の検定

西空知広域水
道企業団派遣

主幹
引地　忠志

副主幹
松原　智宏

　保健福祉課（ゆめりあ）	 （　）は兼務職
課　　長 主　　幹 グループ長 主　　査 主 事 等 主な仕事内容

長島　史和
(総合健康福祉
センター長)

岡田　理恵
(総合健康福祉
センター次長・
子育て支援セ
ンター長・児
童館長)

健康推進
グループ
栗山　久枝

白石　隆之
勝見　梨恵
渡邉　歩美
岩崎　優乃

成人健診・相談・教育、母子健診・相談・教育・予防接種・栄
養相談、食品衛生、体力増進

介護・福祉
グループ
向井　利行
副主幹

宮本　昌枝

池田　雄介
澁谷　綾華
安保　りか
黒沼　　渚

生活保護、民生児童委員、障がい者福祉、介護保険、在宅介護
相談・情報提供、福祉機器・用具

子ども・高齢者
グループ
西浦　美紀
副主幹

丸　　義史

工藤　晃敬 梨木　　淳
伊賀　嵩将

総合健康福祉センター、児童館、放課後児童クラブ、子育て支
援センター、保育園、児童手当、児童扶養手当、母子・寡婦福
祉、ふるさと学園大学、ゆめりあ部会、福祉バス、子育て支援、
高齢者生きがい対策、慶弔福祉事業

空知中部広域連合派遣 神田　晃宏
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◇❖各委員会などの事務部局の機構（６月１日現在）
　教育委員会事務局（改善センター）	 （　）は兼務職
事務局長 主　　幹 グループ長 主　　査 主 事 等 主な仕事内容

後木　満男

富田　　豊
(開拓記念館長)

学校教育
グループ
西村　幸真

副主幹
西井ゆかり

沼田　正行 新井　康平
佐々木貴大

教育委員会の開催、学校施設・教員住宅の管理、学校教育課程、
教科書、教育計画、教職員の研修・福利厚生、奨学金、スクー
ルバスの運行管理、学校給食の運送、学校医

社会教育
グループ
大山　幸成

山下　朋之
加藤　敏晃
松浦　拳斗
中鉢　大地

生涯学習、社会教育団体、青少年育成、芸術文化活動の普及・
奨励、文化財保護、開拓記念館、体育振興、体験学習、社会教
育施設の管理、生涯スポーツ、文化振興、文化活動団体

社会教育主事
(山下　朋之)
(加藤　敏晃)

社会教育活動の指導・助言

高橋　泰之
(図書館長・
学校給食セン
ター長)

図書館 図書館の管理・維持、図書の貸し出し・返却、読書案内、レファ
レンスサービス

給食センター (沼田　正行) 学校給食センターの運営管理、栄養管理

　議会事務局（役場庁舎４階）	
事務局長 副主幹 主な仕事内容

中畑　　晃 桃井　隆宏 議会に関する事務

　農業委員会事務局（役場庁舎１階）	 （　）は兼務職
事務局長 主　　幹 副 主 幹 主 事 等 主な仕事内容

(小松　敬典) 岡崎　弘幸 (新居　剛紀) 穴吹　理絵 農地利用・調整・転用、農家台帳、農業者年金
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◎外部評価とは
　町では、行政運営の成果を経済性、効率性、有効性
などから分析して評価し、業務を見直し、改善してい
く行政評価を平成14年度から始めました。
　そのひとつが外部評価で、総合行政審議会（総務部
会）委員が、行政内部だけでは気づきにくい課題や住
民と行政の意識の違いなどについて検証を行っていま
す。
　行政事務のチェックは、町の監査委員が法令などに
基づき専門的な観点から監査を行っていますが、外部
評価はあくまでも住民の視点・感覚から町の施策や事
業を評価するという点で趣旨が異なっています。

【総合行政審議会（総務部会）委員】
部 会 長　笠井　正憲さん
副部会長　上郡　香奈さん
委　　員　大窪　敏文さん　三橋知壽子さん

滝川千惠子さん　大井　義雄さん
沼澤　信彰さん　小野　由貴さん
大畠　光敬さん　宮本　俊輔さん
（住民生活部会より出席）
照井　光一さん　金行　健次さん
出村　　誠さん

◎外部評価の実施
　平成30年度は、７月から８月にかけて合計５回の部
会を開催し、外部評価を行いました。
　評価の対象は、町が平成29年度に取り組んだ59施策
のうち12施策となっています。（次ページ以降）

◎外部評価の方法
　担当職員が作成した評価シートや担当職員との意見
交換などにより、目標に対する事業の効果について評
価を行い、今後の方向性や改善すべき点について提言
を行っています。

◎外部評価の結果
　総合行政審議会から、全体を通しての総括意見と各
施策に対する個別の意見が報告されました。町では、
評価結果を踏まえて今後の取り組み方針を決定し、改
善できるものから速やかに対応していきます。

◎総合行政審議会の総括意見

　西日本を中心に台風および梅雨前線等の影響に
よる集中豪雨が発生し、11府県で大雨特別警報が
発表され、河川の氾濫や土砂災害による甚大な被
害が発生しました。平成25年に特別警報の運用が
始まって以降、１つの災害で４都道府県以上に出
されたのは初めてであり、気象庁は「平成30年７
月豪雨」と命名しました。本町でも石狩川の水位
が上昇し、７カ所ある排水施設が全て稼働してお
り、住民一人ひとりの防災意識の向上が求められ
ています。
　さて、私たちの町は、町の目指す将来像「豊
かな自然 あふれる笑顔 みんなで創るいきいき未
来」を実現するため、平成24年度から第５次総合
計画に基づき、協働のまちづくりを進めています。
　今回の外部評価では、平成29年度に実施された
59施策のうち12施策について、評価を行いました。
　どの事業も高いレベルで取り組まれており、こ
のまま維持向上を図れば良くなると思いますが、
もう少しＰＲに力を入れると町民への理解が進む
と感じました。現代はさまざまな情報発信方法が
ありますので、広報、防災無線、ホームページの
他に、ＳＮＳを積極的に活用して情報を発信して
ほしいと思います。
　また、本町の人口減少をいかに食い止めるかが
非常に重要です。若者が１人でも多く定住・移住
してくれる施策を進め、そして、高齢者が安心し
て暮らせる地域づくりに取り組んでください。

【今回の審議を通じて共有した主な問題】
・計画的な公園施設の更新
・地下水を使わない融雪機器への助成制度の検討
・ふるさと学園大学の複数年制による「大学院博

士」などの称号制度の検討
・認知症カフェのＰＲ
・疾病予防対策による国民健康保険事業の安定的

運営
・農家と労働希望者とのマッチング支援
・ブランド作物の町民へのＰＲ
・商工業の人手不足対策
・自主防災組織未加入（町内会未加入）の方への

対応方法
・青色パトロールの活動の町民へのＰＲ
・遠距離通学費の助成制度の再検討
・行政区協働事業の人手不足（高齢化）による事

業のあり方の検討

　　平成30年度外部評価結果報告③　平成30年度外部評価結果報告

　まちづくりに関する諸方策について、体系的かつ総合的
に審議し、推進するために設置され、公募委員と有識者委
員の20名で構成されています。
　審議会には、保健福祉・住宅・環境施策を審議する住民
生活部会と、行政評価を審議する総務部会の２つの部会を
設置しています。

ワンポイント～総合行政審議会とは～
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外部評価調書【平成29年度に取り組んだ施策の外部評価】
政策
項目

施策
項目

平成29年度の
主な取り組み 総合行政審議会委員の意見

生
活
基
盤
の
充
実

公
園
・
緑
地
の
整
備

◆公園15カ所（都市公
園13カ所、農村公園
１カ所、その他１カ
所）の維持管理

◆石狩徳富河川緑地の
維持管理

◆みどり公園の遊具な
ど更新

①みどり公園の遊具が更新され一層利用しやすくなりました。公園の充実が本町の魅力を
上げる一助になると思いますので、今後も公園の整備・更新を続けてほしいです。

②大雪の影響で曲がっている鉄棒があり、他にも変形した遊具があるかもしれませんので、
点検・整備のほか雪害対策をお願いします。

③石狩川河川緑地の雪捨て場にゴミが残っており、景観が良くありませんので、きちんと
対応願います。また、ソフトボール場のベンチやトイレが古いので、更新を検討してく
ださい。

④中央公園の草がのびている時期と開拓記念館のパネル展の時期が重なってしまったの
で、イベントなどに合わせて計画的に草刈りを行ってほしいと思います。

交
通
環
境
の
充
実

除
排
雪
体
制
の
整
備

◆除排雪作業（除雪延
長187km、排雪延長
38km、公共施設25
カ所）

◆堆雪場２カ所の管理
◆７t除雪トラック１

台更新

①昨冬は大雪のため、除排雪作業に当たられたオペレーターは大変だったかと思いますが、
本町の除雪はきちんと行われていると思うので、今後も続けてほしいです。

②早朝除雪の時間や日中の市街地除雪は危険なため原則行わないことを知らない町民も多
いと思いますので、広報や防災無線で積極的に伝えると良いと思います。

③国道275号線の除雪が年々悪くなっていると感じます。また、中学校前の道道の排雪時
期が遅く、街路樹が多いことも作業効率に影響していると思います。除排雪は大変かと
は思いますが、子どもたちが通学する道路なので、きちんと行ってほしいと思います。

④学校指定の通学路だけでなく、実際に子ども達が通学している道路についても歩道除雪
を行ってほしいと思います。

⑤融雪槽の助成について、地下水枯れの問題があるのであれば、他の工法やロードヒーティ
ングの助成を検討しても良いと思います。

高
齢
者
福
祉
の
充
実

高
齢
者
の
生
き
が
い
活
動
の
充
実	

◆ふるさと学園大学の
開催（入学者182人）

◆ゆめりあ部会活動
（10部会199人）

◆シニアいきいきクラ
ブの開催（４教室77
人）

◆長寿を祝う会の開催
（373人）

①ゆめりあ部会で実施しているふれあい体験教室は子どもと高齢者が交流する貴重な場な
ので、今後も続けてほしいです。

②ふるさと学園大学は単年で修了してしまい、毎年１年生となるので、複数年参加したら
「大学卒業証書」「大学院博士」の称号などやる気が出るような仕組みがあると良いと
思います。

③長寿を祝う会で記念品の贈呈は100歳までの対象年齢の方のみとの事ですので、より長
寿な101歳以上の方は特別表彰などすると良いと思います。

　また、広報などで100歳以上の元気な方を特集すると良いと思います。
④老人クラブは全国的に加入率の低下が問題となっていますので、町も対策を検討しても

良いと思います。
⑤平均寿命が延び、老後の時間が増えている中、従来とは違う新しい生きがいを提供して

いく必要があると思います。
⑥高齢者への生きがいを提供することも大切ですが、本当はそのような場に参加しないで

外にほとんど出ず、人との交流が少ない高齢者が問題であり、その対策も検討しても良
いと思います。

高
齢
者
福
祉
の
充
実

高
齢
者
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
充
実

◆臨時福祉給付金（経
済対策分）の支給

◆緊急通報システムの
設置（延べ61台）

◆高齢者世帯への除雪
費用助成

①新しく開店した認知症カフェを知らない町民が多いと思いますので、ＰＲを続けてほし
いです。

　また、営業時間が平日の午前10時から午後５時と働いている人が通うには難しい時間帯
だと思います。

②全国的に認知症が原因の交通事故が増えていると聞きますので、町内では発生しないよ
う、地域や病院と連携し、予防事業に力を入れてほしいと思います。

医
療
環
境
の
充
実

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢

者
医
療
の
安
定
的
運
営

◆後期高齢者医療保険
の運営

◆国民健康保険の運営

①収納率99.9％は大変素晴らしい数字だと思います。今後も続けてほしいです。
②未納が続き、保険証の資格が停止されてしまうと、医療費を100％払わなければならず、

大変だと思うので、納税者には仕組みをしっかり伝えると良いと思います。特に、若年
層は制度をよく知らない人もいると思うので、何か集まった時を利用して、年代ごとに
説明会や講習会を行うと良いと思います。

③安定的な制度運営を行っていくには、疾病予防に力を入れていくことが大切だと思いま
すので、保健福祉課と協力して事業を進めると良いと思います。

④振込より口座振替の方が確実に納税されると思うので、口座振替を推奨することで収納
率が上がるのではないかと思います。

農
業
の
振
興

農
業
者
の
育
成

◆新しい青年就農者へ
補助金の交付

◆ピンネ農業公社の運
営

①農業次世代人材投資事業は青年就農者に対してとても良い制度だと思いますので、今後
も続けてほしいです。

②道内外含め、新規就農希望者に向けたＰＲをもっと積極的に行うと良いと思います。
③費用の関係で水田を持たず、蕎麦などを栽培する農家が増えています。水田認定面積調

査が施策指標の計測方法となっていますが、将来的に見直す必要があると思います。
④常に人手不足で、パート労働者が来ても作業がきついため定着しないことも多いです。

ピンネ農業公社が農業者のパート人材情報を提供しているとのことなので、農家と労働
希望者をつなぎ、両者を上手く丁寧にマッチングする必要があると思います。

⑤パートに介護のアシストロボットの貸し出しなどがあれば良いと思います。
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町担当の所見 担当課

①都市公園の老朽化した遊具の更新を図ることができました。今後も整備に計画的に進めます。
②毎年、連休前後に遊具点検を実施し、点検結果に応じて修繕を行っております。また、秋にシーソーの取り

外しなどを行っていますが、積雪の状況を把握し被害が発生しないよう努めます。
③雪捨て場のゴミについては雪が融け次第、現地を確認し速やかな対応に努めます。ソフトボール場のベンチ

やトイレについては更新も含め検討を進めます。
④基本的には月末に草刈りを行っていますが、イベントなどがある場合は関係課と連携し進めます。

建設課

①今後も降雪状況を把握して適切な除排雪作業に努めます。また、皆さんのご協力をお願いします。
②広報11月号で除雪の特集を掲載しご協力をお願いしました。また、豪雪時など除雪状況に応じた防災無線放

送を今後も進めます。
③国道や道道の排雪は、学校の始業式に間に合うようにお願いをしています。また、日々の通学路除雪につい

ても管理する国、北海道に依頼をします。
④歩道除雪延長を増やすことについては、雪を積むスペースの関係やロータリ除雪車の回れる距離に限りがあ

りますが、今後もより良い方法を検討します。
⑤地下水を利用する融雪槽は、水枯れの問題もあり助成は難しい状況にありますが、除排雪に係る負担軽減に

ついて良い方策の検討を進めます。

建設課

①平成30年度は４部会が開催し、延べ49人の小学生が参加しました。今後も継続するよう、部会をサポートします。
②令和元年度から修了回数により「学位、修士、博士」の学位を授与することとしました。また、北海道教育

委員会主催の「道民カレッジ」の連携講座として大学を登録し、学生の学習意欲の増進に繋げます。
③100歳以上の節目の方を対象としたお祝いと広報の特集については、実行委員会で協議します。
④視察研修や総会時移動支援の拡大など加入率上昇に向けた支援に取り組みます。
⑤シニアいきいきクラブにおいて、新たな仲間や生きがいを見出すきっかけづくりとして毎年４～５の事業を

行っています。札沼線での遠足、太極拳の体験、マジック教室など今後もさまざまな内容を検討します。
⑥生きがい活動についての情報提供を促進するとともに、現在活動している方からの直接の声掛けなどを進め

ます。
保健福祉課

①認知症カフェは平成30年６月から社会福祉協議会が実施主体で行っています。区回覧などでのＰＲも行って
いますが、参加対象者や実施内容について検証しながら、良好な事業運営に向けて日時や内容を検討します。

②認知症は、定期的・継続的な活動の場への参加が予防効果が高いとされていることから、住民が参加しやす
い身近な地域を拠点とした活動を推進しています。また高齢者の運転に関し、従来から病院や地域から寄せ
られる情報により、地域包括支援センターが随時個別対応しており、今後とも関係機関や地域との連携を推
進します。

保健福祉課

①納税相談などを強化し今後も収納率維持に努めます。
②国民健康保険は、保険税が未納でも資格停止を行わず、有効期間を短くして未納者と会う機会を設けるよう

にしています。制度は、広報での周知、保険証の交付の際冊子の配布を行っています。今後も同様に制度の
周知を行い、要望がありましたら出前講座で説明会を実施します。

③保健福祉課とは医療費などの情報共有や来庁された方に健診の案内パンフレットを配布するなど連携してい
ます。今後も連携し、疾病予防に努めます。

④現在約６割の方は口座振替を利用されています。今後も納税通知書発布時に口座振替利用手続きの啓蒙を進
めます。

住民課

①今後も継続して実施し効果を上げていきます。
②ＰＲは、ピンネ農業公社と協力しながら、北海道新規就農フェアに参加し進めていますが、今後、より効果

的なＰＲに向け、手法などについて検討します。
③次期計画に向け、今後指標の見直しを含めさまざまな観点から検討します。
④マッチングは、現在もピンネ農業公社で情報提供を行っており、徐々にではありますが効果も出てきている

ことから、引き続きピンネ農業公社と連携し、情報提供に努めます。
⑤今後、作業の負担軽減策の効果などを検証し、良い方策を検討します。

産業振興課
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外部評価調書【平成29年度に取り組んだ施策の外部評価】
政策
項目

施策
項目

平成29年度の
主な取り組み 総合行政審議会委員の意見

農
業
の
振
興

農
産
物
ブ
ラ
ン
ド
化

の
支
援

◆農産物のＰＲ
(札幌市内での販売、
日ハム試合での米提
供）

◆酒米粉の活用に向け
て研究・特許出願

①ブランド認定されている５品目（メロン、桃太郎トマト、桃太郎ファイトトマト、生し
いたけ、玉ねぎ）をブランド品だと知らない町民も多いと思いますので、新聞なども活
用しながらＰＲを続けてほしいです。

②町民に対するブランド品の認知度を上げるために、ハネ品を安価に販売して味を知って
もらうのも良いと思います。

③ブランド品の普及にはある程度の量を市場に流通させる必要があると思いますので、そ
のためには栽培農家が増えないとブランド化は難しいと思います。

商
工
業
の
振
興

商
店
街
の
活
性
化
の
支
援

◆商工会スタンプラ
リーへの支援

◆中小企業への資金融
資の利子補給

①農業だけではなく、商工業もあって町が発展すると思いますので、商工会からの要望な
どに柔軟に対応してほしいです。

②農業が人手不足だと聞いていますが、商工業も人手不足で、障がい者の就労やシルバー
人材などの活用を進めていますが、町でも対応を検討しても良いと思います。

③地元での購買が促進されるように得とっぷカードの２倍デーなどを設けると良いと思い
ます。

④町のＰＲに繋がるので、町外での販売会出展への助成を検討しても良いと思います。

防
災
体
制
の
充
実

地
域
防
災
力
の
向
上

◆防災研修の開催（参
加者68人）

◆防災ハザードマップ
の作成、全戸配布

◆地域防災計画の改定

①施策の指標がＨ29年度で100％になったので、指標の見直しが必要だと思います。
②自主防災組織を組織しただけで終わらず、訓練などを重ねて全体が少しずつレベルアッ

プできると良いと思います。
③行政区民以外からの広域避難を想定した、行政区で避難運営マニュアルを作成するため

のある程度統一的な案を示すと良いと思います。
④町内会に加入していない町民には自主防災組織の情報を伝えていないので、その方への

対応について検討しても良いと思います。
⑤防災無線は重要ですので、高齢者など役場まで取りに行くのが大変な方には、役場が直

接届けるのも良いと思います。
⑥仮に町が浸水した時の深さが分かる目印、看板などを行政区会館や電柱に設置すると良

いと思います。

生
活
安
全
体
制
の
充
実

防
犯
体
制
の
充
実

◆安全・安心推進協会
の支援

◆中央地区市街街路灯
管理組合の支援

①安全・安心推進協会の役員は各行政区に設置される分科会の代表者で構成されるため、
１年ごとに入れ替わりがあり、どうしても積極的な活動にならない傾向があるので、町
としても何か対策を検討しても良いと思います。

②青色パトロールの活動が町民に広く知られていないので、防災無線や広報で周知すると
良いと思います。

③交通指導員や安全・安心推進協会など似たような活動があり、人口減少の中、会員を選
出するのが大変な行政区もあると思うので、活動や団体を整理・統合することも必要だ
と思います。

学
校
教
育
の
充
実

学
校
教
育
環
境
の
充
実

◆新十津川農業高校の
支援

◆高校など遠距離通学
費の一部助成（15件）

◆第３子以降の幼稚園
保育料無料

①年々、子ども達の挨拶が良くなっており、大変素晴らしいと思います。
②遠距離通学費の助成について、農業高校への支援強化など、強化する事業を進めている

一方で、町外の学校への通学に助成するのは少し不自然だと思いますので、制度を再検
討しても良いと思います。

③小学校、中学校、農高が一体となり活動するような動きになれば良いと思います。その
ためにも、町が調整役となり進めていく必要があると思います。

④自転車通学について、中学生以上は車道の左側を通行しなければなりませんが、危険で
すので、通学路には歩道を自転車通行できるように、自転車通行可の道路標識を設置す
るなどの対策を検討しても良いと思います。

行
政
の
効
率
的
な
運
営

安
定
財
政
の
推
進

◆ふるさと応援寄附金
（4317人　１億1207万

1734円）
◆財務書類の作成

①他の自治体と比較して本町は、健全財政を維持しているので、今後も継続してほしいです。
②健全財政を維持していることを知らない町民も多いと思いますので、もっとアピールを

すると良いと思います。
　なお、アピール方法については、財政に余裕があると思われ、税の滞納者が増えても困

るので、充分検討した方が良いと思います。
③行財政改革の一端で、協働事業として草刈りなどを行政区で行っていますが、高齢化に

より人手が少なくなり、実施が大変な行政区もあると思いますので、今後事業の在り方
を検討しても良いと思います。
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町担当の所見 担当課

①商品の認知度を高めるため、町内および町外での商品ＰＲを継続して行います。あわせて観光パンフレット
での継続的な紹介や情報媒体を活用してＰＲを進めます。

②ハネ品を安価に販売することは、商品としての価値やイメージを下げることにも繋がり、慎重な対応をして
いかなければなりません。見た目は悪くても味は同じものもありますので、イベントおよび販促などの試食
の機会などを通じ町民の認知度を高めていきます。

③栽培農家を増やすことは現状では難しいため、農産品を町内外でＰＲを継続して行い認知度を高めるよう努
めます。あわせて「新十津川町」の名を知ってもらうためのＰＲも行います。

産業振興課

①町の発展のためには、町内の商工業の振興は大変重要です。商工会からの要望などについては、その効果に
ついて十分検討し、対応すべきものについては、支援を進めます。

②人手不足の対策として、本町も含めた中空知の市町による合同企業説明会の開催、生産性を向上させ人材確
保に取り組む中小企業者への助成などを行っていますが、人材確保に関する情報提供やその他の有効な方策
について検討します。

③得とっぷカード事業は、商工業者で組織するポイントカード会が実施主体となっています。町としても同会
や商工会と連携し、地元での購買促進のための方策に取り組みます。

④販売促進や広告宣伝のための新たな取り組みとして出展する中小企業者に対し平成28年度から助成制度を設
けています。

産業振興課

①②全行政区で自主防災会が設立され、自主防災会の人口カバー率は100％になりました。今後は、自主防災会
が行う防災研修・訓練を支援し、持続可能な組織として100％を維持できるよう進めます。

③胆振東部地震による大規模停電もあり、避難所運営マニュアル（自治会館版）の作成について、各自主防災
会と連携しながら令和元年完成に向けて進めます。

④町内会に未加入の方へは、回覧板などでその行政区が進める防災情報を提供することができないことから、
広報やホームページを通じて、自主防災会の取り組みや災害発生時の共助の必要性をお知らせします。

⑤役場（建設課）での貸し出しとさせていただきますのでご了承願います。なお、電池交換の方法など使い方
で分からないことがありましたら、電話でお問合せ願います。

⑥これまで浸水深さの目印の設置について検討しましたが、ハザードマップを全戸に配布することで対応させ
ていただいております。また、平成30年２月には防災ガイドマップを配布していますので、ご家族でご自宅
の浸水深さや避難所などのご確認をお願いします。

災害対策
事務局

①各分会の活動状況を他の分会に情報提供するなど活性化するような働きかけの実施を検討します。推進協会
本体における活動は、交通安全週間での立哨活動や青色防犯パトロールなど、年間を通じた活動を実施して
います。

②防災無線を利用して、青色防犯パトロール活動の認知度向上を図ります。
③安全・安心推進協会は、「滝川交通安全協会新十津川支部」、「新十津川町防犯協会」および「新十津川町交通

安全母の会」の会員減少に伴い、統合・整理して平成21年に発足し現在に至っています。交通安全指導員は、
町民への交通安全指導と啓発を目的に活動しており、各地域の安全・安心活動を中心に行う安全・安心推進
協会とすみ分けをしていますが、今後の人口動向によっては、団体とともに検討します。

住民課

①これからも、更なる向上に努めます。
②助成状況などを検証し、令和２年度以降の方向性を決定します。
③小学校では田植えなどの農業体験、中学校では農産物販売などの活動を農業高校と連携し実施しています。

今後も、さらに農業高校との連携を図った授業を進めます。
④現在、役場前の反対側の歩道に自転車および歩行者専用の道路標識があり、自転車の通行ができるようになっ

ています。歩道幅の制約などがありますが、その他の通学路でも標識の設置を警察に要望します。
教育委員会

①今後、老朽化が進む公共施設などの維持管理や更新に多額の費用が必要となりますが、公共施設等総合管理
計画に基づく計画的な管理によって、財政負担の平準化や抑制を図り、健全財政の維持に努めます。

②本町が近隣の市町と比較して財政状況が良いことを広報やホームページを通じて周知していきます。また、
貯金が増えているのは今後、公共施設などの維持管理や更新に多額の費用が必要となることに備えているた
めで、余裕があるわけではないことも周知します。

③行政区と町が協働で管理するという考え方を前提に、行政区と協議しながら、各地域の現状を踏まえて進め
ます。

総務課
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　　公共施設等　電話番号・ＦＡＸ番号④　公共施設等　電話番号・ＦＡＸ番号

施　　設　　名 電話番号 ＦＡＸ

役

　場

　庁

　舎

住 民 課 76-2130

76-2785

産 業 振 興 課 76-2134

会 計 課 76-3192

総 務 課 76-2131

建 設 課 76-2139

議 会 事 務 局 76-3191

農 業 委 員 会 76-2135

保健福祉課・ゆめりあ 72-2000 72-2006

教育委員会・改善センター 76-4233 76-3223

新 十 津 川 保 育 園 76-2419 76-2871

児 童 館 76-2402 76-2402

子 育 て 支 援 セ ン タ ー 72-2088 72-2088

放 課 後 児 童 ク ラ ブ 76-2626 76-2626

地域包括支援センター 72-2030 ―

新 十 津 川 幼 稚 園 76-4152 76-4003

新 十 津 川 小 学 校 76-2505 76-3477

新 十 津 川 中 学 校 76-2161 76-2162

新十津川農業高等学校 76-2621 76-2292

給 食 セ ン タ ー 76-2528 76-2671

図 書 館 76-3746 76-4641

武 道 場 76-4098 ―

総合振興公社・物産館 76-3141 76-3126

サ ン ヒ ル ズ ・ サ ラ イ 76-3000 76-3036

新 十 津 川 物 語 記 念 館 76-2995 76-2995

文 化 伝 習 館 76-2991 76-2992

開 拓 記 念 館 76-2622 ―

風の美術館（かぜのび） 73-2600 ―

吉野地区活性化センター 73-2632 73-2632

施　　設　　名 電話番号 ＦＡＸ

ス ポ ー ツ セ ン タ ー 76-3390 76-3390

ス ポ ー ツ ク ラ ブ 76-3470 ―

そ っ ち 岳 ス キ ー 場 76-2075 ―

温 水 プ ー ル 76-2925 ―

サンウッドパークゴルフ場 76-2500 ―

ピ ン ネ ス タ ジ ア ム 76-3838 ―

西空知広域水道企業団 76-2486 76-3660

消 防 支 署 76-2619 76-3716

除 雪 セ ン タ ー 76-4302 ―

中空知衛生施設組合(リサイクリーン) 75-3800 75-3801

空 知 中 部 広 域 連 合 66-2152 66-2138

社 会 福 祉 協 議 会 76-2600 76-3505

新 十 津 川 駐 在 所 76-2610 ―

花 月 駐 在 所 74-2012 ―

大 和 駐 在 所 76-2573 ―

新 十 津 川 郵 便 局 76-2560 76-2064

橋 本 郵 便 局 76-2960 76-2912

石 狩 大 和 郵 便 局 76-2901 76-2094

石 狩 吉 野 郵 便 局 73-2121 73-2465

花 月 郵 便 局 74-2400 74-2530

新 十 津 川 町 商 工 会 76-2571 76-4445

ピ ン ネ 農 業 公 社 72-2022 76-4102

新規就農者技術修得センター 76-4257 76-4257

農林産物加工センター 73-2077 73-2078

空知農業改良普及センター中空知支所 74-2281 74-2285

新 十 津 川 土 地 改 良 区 76-2261 76-3336

札幌開発建設部滝川河川事務所 76-2211 76-2224


